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　福岡県告示第144号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１

項の規定に基づき、次の都市計画を変更したので、同法第21条第２項において準用する

同法第20条第１項の規定により告示する。

　当該都市計画の図書は、福岡県建築都市部都市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　久留米都市計画道路を変更（久留米都市計画道路３・５・24号御井町高良内町線の変

更）

　福岡県告示第145号

　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定に基づき、次のように特定計量器

の定期検査を実施するので、同法第21条第２項の規定により公示する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　実施機関

　　一般社団法人福岡県計量協会

２　検査日時及び会場

　⑴　知事が指定する場所で実施する検査

告　　　示

検査区分 検査年月日 検査時間 検査会場 検査区域

ア 　ひょう量
が300kg以
下の非自動 
はかり（ウ
に掲げるも
のを除く。 
）、分銅及
びおもりの
検査

26年４月２日 10：00～12：00
13：00～15：00 八女市矢部体育館

26年４月３日 10：00～12：00
13：00～15：00 八女市黒木体育館

26年４月４日 10：00～12：00
13：00～15：00 八女市黒木体育館

26年４月７日 10：00～12：00
13：00～15：00

八女市星野行政福祉セン
ター

26年４月８日 10：00～12：00
13：00～15：00 八女市農業活性化センター

八女市

26年５月１日 10：00～12：00
13：00～15：00 八女市立花体育館

26年５月２日 10：00～12：00
13：00～15：00 道の駅たちばな

26年５月７日 10：00～12：00
13：00～15：00

八女市民会館「おりなす八
女」

26年５月８日 10：00～12：00
13：00～15：00

八女市民会館「おりなす八
女」

26年５月９日 10：00～12：00
13：00～15：00

八女市民会館「おりなす八
女」

26年５月12日 10：00～12：00
13：00～15：00 広川町産業展示会館 広川町

26年５月27日 10：00～12：00
13：00～15：00 サザンクス筑後

筑後市26年５月28日 10：00～12：00
13：00～15：00 筑後市勤労者家庭支援施設

26年５月29日 10：00～12：00
13：00～15：00 筑後市勤労者家庭支援施設

26年５月30日から
26年７月29日まで

左欄の間に行う検査については、八女市、広
川町及び筑後市と協議の上、指示する。

八女市
広川町
筑後市

イ 　ひょう量
が300kgを
超える非自
動はかり（ 
ウに掲げる
ものを除く 
。）、分銅
及びおもり
の検査

26年５月30日から
26年７月29日まで

左欄の間に行う検査については、検査を受け
ようとする者と協議の上、指示する。

八女市
広川町
筑後市
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⑵　特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１項各号に該

当するものとして申請に基づく場所で実施する検査

　福岡県告示第146号

　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定に基づき、次のように特定計量器

の定期検査を実施するので、同法第21条第２項の規定により公示する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　実施機関

　　一般社団法人福岡県計量協会

２　検査日時及び会場

　⑴　知事が指定する場所で実施する検査

ウ 　ばね式指
示はかり又
は電気式は
かりで目量 
の数が6,00 
0を超える
もの、１級 
のはかり及
び２級のは 
かりで目量
の 数 が 2 , 0 
00を超える
ものの検査

26年５月30日から
26年７月29日まで

左欄の間に行う検査については、検査を受け
ようとする者と協議の上、指示する。

八女市
広川町
筑後市

検査区分 検査年月日 検査時間 検査会場 検査区域

特別な理由に
より⑴の検査
を受検できな
い非自動はか
り、分銅及び
おもりの検査

26年５月30日から
26年８月29日まで

左欄の間に行う検査については、検査を受け
ようとする者と協議の上、指示する。

八女市
広川町
筑後市

検査区分 検査年月日 検査時間 検査会場 検査区域

ア 　ひょう量
が300kg以
下の非自動 
はかり（ウ
に掲げるも
のを除く。 
）、分銅及
びおもりの
検査

26年４月９日 10：00～12：00
13：00～15：00 福吉公民館　小・中研修室

糸島市

26年４月10日 10：00～12：00
13：00～15：00 福吉公民館　小・中研修室

26年４月11日 10：00～12：00
13：00～15：00 福吉公民館　小・中研修室

26年４月14日 10：00～12：00
13：00～15：00

糸島市役所　志摩庁舎本館
住民相談室

26年４月15日 10：00～12：00
13：00～15：00

糸島市役所　志摩庁舎本館
住民相談室

26年４月16日 10：00～12：00
13：00～15：00

糸島市役所　志摩庁舎本館
住民相談室

26年４月17日 10：00～12：00
13：00～15：00

糸島市立　伊都文化会館　
ホワイエ

26年４月18日 10：00～12：00
13：00～15：00

糸島市立　伊都文化会館　
ホワイエ

26年４月22日 10：00～12：00
13：00～15：00

糸島市立　伊都文化会館　
ホワイエ

26年４月23日 10：00～12：00
13：00～15：00

糸島市立　伊都文化会館　
ホワイエ

26年４月24日 10：00～12：00
13：00～15：00

糸島市立　伊都文化会館　
ホワイエ

26年４月25日 10：00～12：00
13：00～15：00

糸島市立　伊都文化会館　
ホワイエ

26年４月26日から
26年６月25日まで

左欄の間に行う検査については、糸島市と協
議の上、指示する。 糸島市

イ 　ひょう量
が300kgを
超える非自
動はかり（ 
ウに掲げる
ものを除く 
。）、分銅
及びおもり
の検査

26年４月26日から
26年６月25日まで

左欄の間に行う検査については、検査を受け
ようとする者と協議の上、指示する。 糸島市
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⑵　特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１項各号に該

当するものとして申請に基づく場所で実施する検査

　福岡県告示第147号

　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定に基づき、次のように特定計量器

の定期検査を実施するので、同法第21条第２項の規定により公示する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　実施機関

　　一般社団法人福岡県計量協会

２　検査日時及び会場

　⑴　知事が指定する場所で実施する検査

ウ 　ばね式指
示はかり又
は電気式は
かりで目量 
の数が6,00 
0を超える
もの、１級 
のはかり及
び２級のは 
かりで目量
の 数 が 2 , 0 
00を超える
ものの検査

26年４月26日から
26年６月25日まで

左欄の間に行う検査については、検査を受け
ようとする者と協議の上、指示する。 糸島市

検査区分 検査年月日 検査時間 検査会場 検査区域

特別な理由に
より⑴の検査
を受検できな
い非自動はか
り、分銅及び
おもりの検査

26年４月26日から
26年７月25日まで

左欄の間に行う検査については、検査を受け
ようとする者と協議の上、指示する。 糸島市

検査区分 検査年月日 検査時間 検査会場 検査区域

ア 　ひょう量
が300kg以
下の非自動 
はかり（ウ
に掲げるも
のを除く。 
）、分銅及
びおもりの
検査

26年６月２日 10：00～12：00
13：00～15：00

那珂川町勤労青少年ホーム
体育館

那珂川町
26年６月３日 10：00～12：00

13：00～15：00
那珂川町勤労青少年ホーム
体育館

26年６月４日 10：00～12：00
13：00～15：00 春日市商工会館

春日市
26年６月５日 10：00～12：00

13：00～15：00 春日市商工会館

26年６月９日 10：00～12：00
13：00～15：00 筑紫野市商工会館

筑紫野市
26年６月10日 10：00～12：00

13：00～15：00 筑紫野市商工会館

26年６月11日
10：00～12：00 太宰府市役所

太宰府市13：00～15：00 太宰府市馬場公民館

26年６月12日 10：00～12：00
13：00～15：00 太宰府市役所

26年６月16日 10：00～12：00
13：00～15：00

大野城市中央コミュニティ
センター

大野城市
26年６月18日

10：00～12：00 大野城市南コミュニティセ
ンター

13：30～15：30 大野城市北コミュニティセ
ンター

26年６月19日から
26年８月18日まで

左欄の間に行う検査については、那珂川町、
春日市、筑紫野市、太宰府市及び大野城市と
協議の上、指示する。

那珂川町
春日市

筑紫野市
太宰府市
大野城市

イ 　ひょう量
が300kgを
超える非自
動はかり（ 
ウに掲げる
ものを除く 
。）、分銅
及びおもり
の検査

26年６月19日から
26年８月18日まで

左欄の間に行う検査については、検査を受け
ようとする者と協議の上、指示する。

那珂川町
春日市

筑紫野市
太宰府市
大野城市
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⑵　特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１項各号に該

当するものとして申請に基づく場所で実施する検査

　福岡県告示第148号

　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定に基づき、次のように特定計量器

の定期検査を実施するので、同法第21条第２項の規定により公示する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　実施機関

　　一般社団法人福岡県計量協会

２　検査日時及び会場

　⑴　知事が指定する場所で実施する検査

ウ 　ばね式指
示はかり又
は電気式は
かりで目量 
の数が6,00 
0を超える
もの、１級 
のはかり及
び２級のは 
かりで目量
の 数 が 2 , 0 
00を超える
ものの検査

26年６月19日から
26年８月18日まで

左欄の間に行う検査については、検査を受け
ようとする者と協議の上、指示する。

那珂川町
春日市

筑紫野市
太宰府市
大野城市

検査区分 検査年月日 検査時間 検査会場 検査区域

特別な理由に
より⑴の検査
を受検できな
い非自動はか
り、分銅及び
おもりの検査

26年６月19日から
26年９月18日まで

左欄の間に行う検査については、検査を受け
ようとする者と協議の上、指示する。

那珂川町
春日市

筑紫野市
太宰府市
大野城市

検査区分 検査年月日 検査時間 検査会場 検査区域

ア 　ひょう量
が300kg以
下の非自動 
はかり（ウ
に掲げるも
のを除く。 
）、分銅及
びおもりの
検査

26年６月24日 10：00～12：00
13：00～15：00 道の駅「しんよしとみ」

上毛町26年６月25日 10：00～12：00
13：00～15：00 上毛町役場大平支所

26年６月26日 10：00～12：00
13：00～15：00 上毛町役場大平支所

26年６月27日 10：00～12：00
13：00～15：00 吉富町体育館 吉富町

26年７月１日
10：00～12：00 豊前市角田公民館

豊前市

13：30～15：30 豊前市合河公民館

26年７月２日
10：00～12：00 豊築漁業協同組合

13：30～15：30 豊前市三毛門公民館

26年７月３日 10：00～12：00
13：00～15：00 豊前市役所

26年７月４日 10：00～12：00
13：00～15：00 豊前市役所

26年７月９日
10：00～12：00 築上町上城井公民館

築上町
13：30～15：30 築上町中央公民館

26年７月10日 10：00～12：00
13：00～15：00 築上町中央公民館

26年７月11日 10：00～12：00
13：00～15：00

築上町コミュニティセン
ター（ソピア）

26年７月12日から
26年９月11日まで

左欄の間に行う検査については、上毛町、吉
富町、豊前市及び築上町と協議の上、指示す
る。

上毛町
吉富町
豊前市
築上町
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⑵　特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１項各号に該

当するものとして申請に基づく場所で実施する検査

　福岡県告示第149号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第６条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

イ 　ひょう量
が300kgを
超える非自
動はかり（ 
ウに掲げる
ものを除く 
。）、分銅
及びおもり
の検査

26年７月12日から
26年９月11日まで

左欄の間に行う検査については、検査を受け
ようとする者と協議の上、指示する。

上毛町
吉富町
豊前市
築上町

ウ 　ばね式指
示はかり又
は電気式は
かりで目量 
の数が6,00 
0を超える
もの、１級 
のはかり及
び２級のは 
かりで目量
の 数 が 2 , 0 
00を超える
ものの検査

26年７月12日から
26年９月11日まで

左欄の間に行う検査については、検査を受け
ようとする者と協議の上、指示する。

上毛町
吉富町
豊前市
築上町

検査区分 検査年月日 検査時間 検査会場 検査区域

特別な理由に
より⑴の検査
を受検できな
い非自動はか
り、分銅及び
おもりの検査

26年７月12日から
26年10月11日まで

左欄の間に行う検査については、検査を受け
ようとする者と協議の上、指示する。

上毛町
吉富町
豊前市
築上町

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

友枝川－３ 築上郡上毛町大字土佐井（別紙図面１に示す区
域のとおり） 土石流

下村谷 築上郡上毛町大字東下（別紙図面２に示す区域
のとおり） 土石流

小山田 築上郡上毛町大字下唐原及び大字東下（別紙図
面３に示す区域のとおり） 土石流

小山田谷⑵ 築上郡上毛町大字下唐原、大字上唐原及び大字
東下（別紙図面４に示す区域のとおり） 土石流

鬼袋谷 築上郡上毛町大字原井（別紙図面５に示す区域
のとおり） 土石流

原井谷－５ 築上郡上毛町大字原井（別紙図面６に示す区域
のとおり） 土石流

原井谷⑵ 築上郡上毛町大字原井（別紙図面７に示す区域
のとおり） 土石流

原井谷－１ 築上郡上毛町大字原井（別紙図面８に示す区域
のとおり） 土石流

原井谷－２ 築上郡上毛町大字原井（別紙図面９に示す区域
のとおり） 土石流

原井谷－３ 築上郡上毛町大字原井（別紙図面10に示す区域
のとおり） 土石流

原井谷－４ 築上郡上毛町大字原井（別紙図面11に示す区域
のとおり） 土石流

森 築上郡上毛町大字東上（別紙図面12に示す区域
のとおり） 土石流

有田川 築上郡上毛町大字東上（別紙図面13に示す区域
のとおり） 土石流

有田 築上郡上毛町大字東上（別紙図面14に示す区域
のとおり） 土石流

小宮 築上郡上毛町大字東上（別紙図面15に示す区域
のとおり） 土石流

樋掛谷 築上郡上毛町大字東上（別紙図面16に示す区域
のとおり） 土石流

東友枝川－３ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面17に示す区域
のとおり） 土石流

大桐川 築上郡上毛町大字東上（別紙図面18に示す区域
のとおり） 土石流
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友枝川－８ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面38に示す区
域のとおり） 土石流

金代谷１ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面39に示す区
域のとおり） 土石流

友枝川－９ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面40に示す区
域のとおり） 土石流

川原川 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面41に示す区
域のとおり） 土石流

大門谷⑵ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面42に示す区
域のとおり） 土石流

大門谷⑶ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面43に示す区
域のとおり） 土石流

友枝川－12－１ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面44に示す区
域のとおり） 土石流

友枝川－12－２ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面45に示す区
域のとおり） 土石流

友枝川－11 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面46に示す区
域のとおり） 土石流

友枝川－10 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面47に示す区
域のとおり） 土石流

友枝川２－１ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面48に示す区
域のとおり） 土石流

友枝川２－２ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面49に示す区
域のとおり） 土石流

友枝川２－３ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面50に示す区
域のとおり） 土石流

大入⑷ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面51に示す区
域のとおり） 土石流

大入⑶ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面52に示す区
域のとおり） 土石流

大入⑵ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面53に示す区
域のとおり） 土石流

大入⑴ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面54に示す区
域のとおり） 土石流

大門谷⑴ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面55に示す区
域のとおり） 土石流

原谷⑴ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面56に示す区
域のとおり） 土石流

三田川 築上郡上毛町大字東上（別紙図面19に示す区域
のとおり） 土石流

中造谷⑶ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面20に示す区域
のとおり） 土石流

岩屋谷 築上郡上毛町大字東上（別紙図面21に示す区域
のとおり） 土石流

東友枝川－１ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面22に示す区域
のとおり） 土石流

東友枝川－２ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面23に示す区域
のとおり） 土石流

東友枝川－６ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面24に示す区域
のとおり） 土石流

中造谷－２ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面25に示す区域
のとおり） 土石流

中造谷－１ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面26に示す区域
のとおり） 土石流

中造谷⑷ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面27に示す区域
のとおり） 土石流

東友枝川－５ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面28に示す区域
のとおり） 土石流

三田谷 築上郡上毛町大字東上（別紙図面29に示す区域
のとおり） 土石流

小川内 築上郡上毛町大字東上（別紙図面30に示す区域
のとおり） 土石流

仙代川－１ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面31に示す区
域のとおり） 土石流

仙代川－２ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面32に示す区
域のとおり） 土石流

横川川 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面33に示す区
域のとおり） 土石流

友枝川－４ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面34に示す区
域のとおり） 土石流

友枝川－14 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面35に示す区
域のとおり） 土石流

友枝川－13 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面36に示す区
域のとおり） 土石流

伏木谷 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面37に示す区
域のとおり） 土石流
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東下－１ 築上郡上毛町大字東下（別紙図面76に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東下－２ 築上郡上毛町大字東下（別紙図面77に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東下－３ 築上郡上毛町大字東下（別紙図面78に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東下－10 築上郡上毛町大字東下及び大字下唐原（別紙図
面79に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東下－９ 築上郡上毛町大字東下（別紙図面80に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東下－８ 築上郡上毛町大字東下（別紙図面81に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東下－５ 築上郡上毛町大字東下（別紙図面82に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東下－６ 築上郡上毛町大字東下（別紙図面83に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東下－７ 築上郡上毛町大字東下（別紙図面84に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東下－４ 築上郡上毛町大字東下（別紙図面85に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下村⑵ 築上郡上毛町大字東下（別紙図面86に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下村⑴ 築上郡上毛町大字東下及び大字西友枝（別紙図
面87に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上唐原 築上郡上毛町大字原井（別紙図面88に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

原井－１ 築上郡上毛町大字原井（別紙図面89に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

原井－３ 築上郡上毛町大字原井（別紙図面90に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

原井－２ 築上郡上毛町大字原井（別紙図面91に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

原井－４ 築上郡上毛町大字原井（別紙図面92に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

有野－３ 築上郡上毛町大字原井（別紙図面93に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

有野－２ 築上郡上毛町大字原井（別紙図面94に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

原谷⑵ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面57に示す区
域のとおり） 土石流

友枝川１ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面58に示す区
域のとおり） 土石流

金代谷⑵ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面59に示す区
域のとおり） 土石流

猪尾谷 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面60に示す区
域のとおり） 土石流

友枝川－７ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面61に示す区
域のとおり） 土石流

伏木谷⑵ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面62に示す区
域のとおり） 土石流

小畑谷 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面63に示す区
域のとおり） 土石流

小畑 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面64に示す区
域のとおり） 土石流

友枝川－６ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面65に示す区
域のとおり） 土石流

松尾谷⑴ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面66に示す区
域のとおり） 土石流

松尾谷⑵ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面67に示す区
域のとおり） 土石流

小川内谷 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面68に示す区
域のとおり） 土石流

横川谷 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面69に示す区
域のとおり） 土石流

下唐原－２ 築上郡上毛町大字下唐原（別紙図面70に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下唐原－３ 築上郡上毛町大字下唐原（別紙図面71に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下唐原－４ 築上郡上毛町大字下唐原（別紙図面72に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下唐原－５ 築上郡上毛町大字下唐原（別紙図面73に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下唐原－６ 築上郡上毛町大字下唐原（別紙図面74に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下唐原－１ 築上郡上毛町大字下唐原（別紙図面75に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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岩屋⒝ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面114に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

岩屋⒜ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面115に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－４ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面116に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－３ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面117に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－２ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面118に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－１ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面119に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中造 築上郡上毛町大字東上（別紙図面120に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

三田⑴－２ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面121に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

三田⑴－１ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面122に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

三田 築上郡上毛町大字東上（別紙図面123に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－18 築上郡上毛町大字東上（別紙図面124に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

三歩一 築上郡上毛町大字東上（別紙図面125に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小川内－３ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面126に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小川内－１ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面127に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

小川内－２ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面128に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－11 築上郡上毛町大字東上（別紙図面129に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－10 築上郡上毛町大字東上（別紙図面130に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

峯 築上郡上毛町大字東上（別紙図面131に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－９ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面132に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

有野－１ 築上郡上毛町大字原井（別紙図面95に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－16 築上郡上毛町大字東上（別紙図面96に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－15 築上郡上毛町大字東上（別紙図面97に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－13 築上郡上毛町大字東上（別紙図面98に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－14 築上郡上毛町大字東上（別紙図面99に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－20 築上郡上毛町大字東上（別紙図面100に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－21 築上郡上毛町大字東上（別紙図面101に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

有田－３ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面102に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

有田－１ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面103に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

有田－４ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面104に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－22 築上郡上毛町大字東上（別紙図面105に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－23 築上郡上毛町大字東上（別紙図面106に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－12 築上郡上毛町大字東上（別紙図面107に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

樋掛 築上郡上毛町大字東上（別紙図面108に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－19 築上郡上毛町大字東上（別紙図面109に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－17 築上郡上毛町大字東上（別紙図面110に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

三田⑵ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面111に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－５ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面112に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－６ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面113に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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原⒝－１ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面152に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

原⒝－２ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面153に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

原⒝－３ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面154に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

原⒝－４ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面155に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大門 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面156に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大門⒜－１ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面157に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大門⒜－２ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面158に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

猪尾 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面159に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－13 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面160に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

伏木⒜ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面161に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

伏木⒝－１ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面162に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

伏木⒝－２ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面163に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

伏木⒝－３ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面164に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大畑－１ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面165に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大畑－２ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面166に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

三ノ瀬－１ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面167に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

三ノ瀬－２ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面168に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

横川⒜ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面169に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－10 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面170に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－８ 築上郡上毛町大字東上（別紙図面133に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東上－７ 築上郡上毛町大字東上及び大字東下（別紙図面
134に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－18 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面135に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－12 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面136に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

渡瀬 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面137に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

渡瀬⒜ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面138に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－17 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面139に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－16 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面140に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－15 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面141に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

杖ノ木 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面142に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－14 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面143に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－３ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面144に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－２ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面145に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－１ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面146に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大入－１ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面147に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大入－２ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面148に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大入－３ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面149に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大入－４ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面150に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

原⒜ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面151に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を上毛町役場に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第150号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第８条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

西友枝－５ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面171に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－７ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面172に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－８ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面173に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－９ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面174に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－11 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面175に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

西友枝－４ 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面176に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

横川 築上郡上毛町大字西友枝（別紙図面177に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

土佐井－２ 築上郡上毛町大字土佐井（別紙図面178に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

土佐井⒜ 築上郡上毛町大字土佐井（別紙図面179に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

土佐井－１ 築上郡上毛町大字土佐井（別紙図面180に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

友枝川－３
築上郡上毛町大字土佐井
（別紙図面１に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面１に記載
する表のとおり

下村谷
築上郡上毛町大字東下（別
紙図面２に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面２に記載
する表のとおり

小山田
築上郡上毛町大字下唐原及
び大字東下（別紙図面３に
示す区域のとおり）

土石流
別紙図面３に記載
する表のとおり

小山田谷⑵

築上郡上毛町大字下唐原、
大字上唐原及び大字東下
（別紙図面４に示す区域の
とおり）

土石流

別紙図面４に記載
する表のとおり

鬼袋谷
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面５に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面５に記載
する表のとおり

原井谷－５
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面６に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面６に記載
する表のとおり

原井谷⑵
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面７に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面７に記載
する表のとおり

原井谷－１
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面８に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面８に記載
する表のとおり

原井谷－２
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面９に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面９に記載
する表のとおり

原井谷－３
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面10に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面10に記載
する表のとおり

原井谷－４
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面11に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面11に記載
する表のとおり

森
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面12に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面12に記載
する表のとおり

有田
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面14に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面14に記載
する表のとおり

小宮
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面15に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面15に記載
する表のとおり
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横川川
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面33に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面33に記載
する表のとおり

友枝川－４
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面34に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面34に記載
する表のとおり

友枝川－14
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面35に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面35に記載
する表のとおり

伏木谷
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面37に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面37に記載
する表のとおり

友枝川－８
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面38に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面38に記載
する表のとおり

金代谷１
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面39に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面39に記載
する表のとおり

友枝川－９
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面40に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面40に記載
する表のとおり

川原川
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面41に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面41に記載
する表のとおり

大門谷⑵
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面42に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面42に記載
する表のとおり

大門谷⑶
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面43に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面43に記載
する表のとおり

友枝川－12－１
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面44に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面44に記載
する表のとおり

友枝川－12－２
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面45に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面45に記載
する表のとおり

友枝川－11
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面46に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面46に記載
する表のとおり

樋掛谷
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面16に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面16に記載
する表のとおり

東友枝川－３
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面17に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面17に記載
する表のとおり

中造谷⑶
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面20に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面20に記載
する表のとおり

岩屋谷
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面21に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面21に記載
する表のとおり

東友枝川－２
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面23に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面23に記載
する表のとおり

東友枝川－６
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面24に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面24に記載
する表のとおり

中造谷－２
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面25に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面25に記載
する表のとおり

中造谷－１
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面26に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面26に記載
する表のとおり

中造谷⑷
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面27に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面27に記載
する表のとおり

東友枝川－５
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面28に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面28に記載
する表のとおり

小川内
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面30に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面30に記載
する表のとおり

仙代川－１
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面31に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面31に記載
する表のとおり

仙代川－２
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面32に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面32に記載
する表のとおり
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猪尾谷
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面60に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面60に記載
する表のとおり

伏木谷⑵
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面62に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面62に記載
する表のとおり

小畑谷
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面63に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面63に記載
する表のとおり

小畑
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面64に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面64に記載
する表のとおり

友枝川－６
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面65に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面65に記載
する表のとおり

松尾谷⑴
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面66に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面66に記載
する表のとおり

松尾谷⑵
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面67に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面67に記載
する表のとおり

小川内谷
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面68に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面68に記載
する表のとおり

横川谷
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面69に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面69に記載
する表のとおり

下唐原－２
築上郡上毛町大字下唐原
（別紙図面70に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面70に記載
する表のとおり

下唐原－３
築上郡上毛町大字下唐原
（別紙図面71に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面71に記載
する表のとおり

下唐原－４
築上郡上毛町大字下唐原
（別紙図面72に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面72に記載
する表のとおり

下唐原－５
築上郡上毛町大字下唐原
（別紙図面73に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面73に記載
する表のとおり

友枝川－10
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面47に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面47に記載
する表のとおり

友枝川２－１
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面48に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面48に記載
する表のとおり

友枝川２－２
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面49に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面49に記載
する表のとおり

友枝川２－３
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面50に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面50に記載
する表のとおり

大入⑷
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面51に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面51に記載
する表のとおり

大入⑶
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面52に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面52に記載
する表のとおり

大入⑵
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面53に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面53に記載
する表のとおり

大入⑴
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面54に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面54に記載
する表のとおり

大門谷⑴
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面55に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面55に記載
する表のとおり

原谷⑴
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面56に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面56に記載
する表のとおり

原谷⑵
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面57に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面57に記載
する表のとおり

友枝川１
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面58に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面58に記載
する表のとおり

金代谷⑵
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面59に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面59に記載
する表のとおり
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上唐原
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面88に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面88に記載
する表のとおり

原井－１
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面89に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面89に記載
する表のとおり

原井－３
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面90に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面90に記載
する表のとおり

原井－２
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面91に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面91に記載
する表のとおり

原井－４
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面92に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面92に記載
する表のとおり

有野－３
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面93に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面93に記載
する表のとおり

有野－２
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面94に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面94に記載
する表のとおり

有野－１
築上郡上毛町大字原井（別
紙図面95に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面95に記載
する表のとおり

東上－16
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面96に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面96に記載
する表のとおり

東上－15
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面97に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面97に記載
する表のとおり

東上－13
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面98に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面98に記載
する表のとおり

東上－14
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面99に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面99に記載
する表のとおり

東上－20
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面100に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面100に記
載する表のとおり

下唐原－６
築上郡上毛町大字下唐原
（別紙図面74に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面74に記載
する表のとおり

下唐原－１
築上郡上毛町大字下唐原
（別紙図面75に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面75に記載
する表のとおり

東下－１
築上郡上毛町大字東下（別
紙図面76に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面76に記載
する表のとおり

東下－３
築上郡上毛町大字東下（別
紙図面78に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面78に記載
する表のとおり

東下－10
築上郡上毛町大字東下及び
大字下唐原（別紙図面79に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面79に記載
する表のとおり

東下－９
築上郡上毛町大字東下（別
紙図面80に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面80に記載
する表のとおり

東下－８
築上郡上毛町大字東下（別
紙図面81に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面81に記載
する表のとおり

東下－５
築上郡上毛町大字東下（別
紙図面82に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面82に記載
する表のとおり

東下－６
築上郡上毛町大字東下（別
紙図面83に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面83に記載
する表のとおり

東下－７
築上郡上毛町大字東下（別
紙図面84に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面84に記載
する表のとおり

東下－４
築上郡上毛町大字東下（別
紙図面85に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面85に記載
する表のとおり

下村⑵
築上郡上毛町大字東下（別
紙図面86に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面86に記載
する表のとおり

下村⑴
築上郡上毛町大字東下及び
大字西友枝（別紙図面87に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面87に記載
する表のとおり



第
３

５
７

５
号

福
岡

県
公

報
平

成
26

年
２

月
28

日
　

金
曜

日
15

岩屋⒝
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面114に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面114に記
載する表のとおり

岩屋⒜
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面115に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面115に記
載する表のとおり

東上－４
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面116に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面116に記
載する表のとおり

東上－３
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面117に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面117に記
載する表のとおり

東上－２
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面118に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面118に記
載する表のとおり

東上－１
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面119に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面119に記
載する表のとおり

中造
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面120に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面120に記
載する表のとおり

三田⑴－２
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面121に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面121に記
載する表のとおり

三田⑴－１
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面122に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面122に記
載する表のとおり

三田
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面123に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面123に記
載する表のとおり

東上－18
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面124に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面124に記
載する表のとおり

三歩一
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面125に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面125に記
載する表のとおり

小川内－３
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面126に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面126に記
載する表のとおり

東上－21
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面101に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面101に記
載する表のとおり

有田－３
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面102に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面102に記
載する表のとおり

有田－１
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面103に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面103に記
載する表のとおり

有田－４
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面104に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面104に記
載する表のとおり

東上－22
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面105に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面105に記
載する表のとおり

東上－23
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面106に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面106に記
載する表のとおり

東上－12
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面107に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面107に記
載する表のとおり

樋掛
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面108に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面108に記
載する表のとおり

東上－19
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面109に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面109に記
載する表のとおり

東上－17
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面110に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面110に記
載する表のとおり

三田⑵
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面111に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面111に記
載する表のとおり

東上－５
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面112に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面112に記
載する表のとおり

東上－６
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面113に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面113に記
載する表のとおり
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西友枝－16
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面140に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面140に記
載する表のとおり

西友枝－15
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面141に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面141に記
載する表のとおり

杖ノ木
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面142に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面142に記
載する表のとおり

西友枝－14
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面143に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面143に記
載する表のとおり

西友枝－３
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面144に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面144に記
載する表のとおり

西友枝－２
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面145に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面145に記
載する表のとおり

西友枝－１
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面146に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面146に記
載する表のとおり

大入－１
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面147に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面147に記
載する表のとおり

大入－２
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面148に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面148に記
載する表のとおり

大入－３
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面149に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面149に記
載する表のとおり

大入－４
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面150に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面150に記
載する表のとおり

原⒜
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面151に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面151に記
載する表のとおり

原⒝－１
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面152に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面152に記
載する表のとおり

小川内－１
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面127に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面127に記
載する表のとおり

小川内－２
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面128に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面128に記
載する表のとおり

東上－11
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面129に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面129に記
載する表のとおり

東上－10
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面130に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面130に記
載する表のとおり

峯
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面131に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面131に記
載する表のとおり

東上－９
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面132に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面132に記
載する表のとおり

東上－８
築上郡上毛町大字東上（別
紙図面133に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面133に記
載する表のとおり

東上－７
築上郡上毛町大字東上及び
大字東下（別紙図面134に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面134に記
載する表のとおり

西友枝－18
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面135に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面135に記
載する表のとおり

西友枝－12
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面136に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面136に記
載する表のとおり

渡瀬
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面137に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面137に記
載する表のとおり

渡瀬⒜
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面138に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面138に記
載する表のとおり

西友枝－17
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面139に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面139に記
載する表のとおり
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大畑－２
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面166に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面166に記
載する表のとおり

三ノ瀬－１
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面167に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面167に記
載する表のとおり

三ノ瀬－２
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面168に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面168に記
載する表のとおり

横川⒜
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面169に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面169に記
載する表のとおり

西友枝－10
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面170に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面170に記
載する表のとおり

西友枝－５
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面171に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面171に記
載する表のとおり

西友枝－７
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面172に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面172に記
載する表のとおり

西友枝－８
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面173に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面173に記
載する表のとおり

西友枝－９
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面174に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面174に記
載する表のとおり

西友枝－11
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面175に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面175に記
載する表のとおり

西友枝－４
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面176に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面176に記
載する表のとおり

横川
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面177に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面177に記
載する表のとおり

土佐井－２
築上郡上毛町大字土佐井
（別紙図面178に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面178に記
載する表のとおり

原⒝－２
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面153に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面153に記
載する表のとおり

原⒝－３
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面154に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面154に記
載する表のとおり

原⒝－４
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面155に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面155に記
載する表のとおり

大門
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面156に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面156に記
載する表のとおり

大門⒜－１
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面157に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面157に記
載する表のとおり

大門⒜－２
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面158に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面158に記
載する表のとおり

猪尾
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面159に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面159に記
載する表のとおり

西友枝－13
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面160に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面160に記
載する表のとおり

伏木⒜
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面161に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面161に記
載する表のとおり

伏木⒝－１
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面162に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面162に記
載する表のとおり

伏木⒝－２
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面163に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面163に記
載する表のとおり

伏木⒝－３
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面164に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面164に記
載する表のとおり

大畑－１
築上郡上毛町大字西友枝
（別紙図面165に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面165に記
載する表のとおり
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18 、平成25年度一般会計予算により既に財源措置を講じているので、土地収用法第20

条第２号の要件を充足すると判断される。

　⑶　土地収用法第20条第３号の要件への適合性について

本件事業は、柳川市が同市内の小学校区のうち藤吉校区において、公民館機能を

備えた校区コミュニティの活動拠点となる施設として、同市三橋町高畑字竹ノ内地

内にコミュニティセンターの整備を行うものである。

現在、柳川市では、第１次柳川市総合計画において、まちづくりの基本方針の一

つとして、協働による市民主役のまちづくりを掲げている。まちは、そこに住む人

々の創意と力を結集してつくり上げていくものであり、市民一人一人が主役となり

、積極的にまちづくりに参画し、また、行政との協働を推進することで、魅力に満

ち、活力あふれるまちにする必要がある。このまちづくりの担い手の中心となるの

がコミュニティであり、柳川市においても、地域コミュニティ組織を地域に根ざし

た事業や施策を推進する上でもっとも重要な役割を担う集合体として重視している

。

しかしながら、行政区、婦人会、老人クラブ、子ども会等の既存の地域コミュニ

ティ組織は、地域社会に対しての意識の希薄化などにより、組織率の低下、加入者

の減少、事務負担の増加などの問題を抱えている。一方で、余暇時間の増大などに

伴い、さまざまな活動を通して地域社会を取り巻く多くの課題に取り組もうとする

意識も高まっており、こうした地域課題に自主的に取り組む場として地域コミュニ

ティの組織活動はますます重要なものになっている。加えて、柳川市には、地域コ

ミュニティ組織としての行政区が322あるが、校区や地区によって行政区の平均戸

数が大きく異なるなど、行政区の規模の適正化と再編成が必要となっている。

そこで、新たに既存の地域コミュニティ組織より広範囲の地域を対象とした、小

学区を単位とする校区コミュニティ組織を創造し、コミュニティ活動を活性化させ

るとともに、コミュニティ組織が活動しやすい環境を整備する必要がある。

ア　本件事業の施行により得られる利益については、藤吉校区における校区コミュ

ニティの運営が円滑になされ、住民の生涯学習、地域交流、安全安心等に寄与す

ることにより、連帯感が醸成され、コミュニティ組織活動が活発に行われること

が期待できるなど、校区コミュニティ組織の活性化に相当の効果が見込まれる。

　備考　別紙図面は省略し、その図面を上毛町役場に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第151号

　土地収用法（昭和26年法律第219号）第20条の規定に基づき、事業の認定をしたので

、同法第26条第１項の規定により次のように告示する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　起業者の名称

　　柳川市

２　事業の種類

　　藤吉コミュニティセンター（仮称）整備事業

３　起業地

　⑴　収用の部分

　　　福岡県柳川市三橋町高畑字竹ノ内地内

　⑵　使用の部分

　　　なし

４　事業の認定をした理由

　⑴　土地収用法第20条第１号の要件への適合性について

本件事業は、土地収用法第３条第22号に掲げる「社会教育法（昭和24年法律第

207号）による公民館」及び土地収用法第３条第32号に掲げる「地方公共団体が設

置する公共の用に供する施設」に関する事業に該当するため、土地収用法第20条第

１号の要件を充足すると判断される。

　⑵　土地収用法第20条第２号の要件への適合性について

本件事業の起業者である柳川市は、本件事業を施行する権能を有する主体であり

土佐井⒜
築上郡上毛町大字土佐井
（別紙図面179に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面179に記
載する表のとおり

土佐井－１
築上郡上毛町大字土佐井
（別紙図面180に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面180に記
載する表のとおり
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　福岡県税条例（昭和25年福岡県条例第36号）第14条第１項の規定に基づき、災害に伴

う県税の期限の延長（平成23年４月福岡県告示第653号）において別に定める告示で定

めることとされている期日のうち、納税者の住所又は居所の所在地（納税者が法人等で

ある場合は、主たる事務所又は事業所の所在地）が次に掲げる地域のいずれかにある者

に係るものについては、その期限が平成23年３月11日から平成26年３月30日までの間に

到来するものについて、平成26年３月31日とする。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第153号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第６条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

イ　一方、本件事業の施行により失われる利益については、起業者が保護のため特

別の措置を講ずべき動植物、文化財等は見受けられないことなどから、軽微なも

のであると考えられる。

ウ　また、本件事業の起業地の選定に当たっては、本事業計画において、立地条件

、交通の利便性、事業費の面等から３案について検討を行ったうえで、立地条件

及び交通の利便性に優れ、造成工事が容易で、事業費が少ないなど、社会的、技

術的、経済的に優れる案を採用している。

エ　以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益を

比較衡量すると、得られる公共の利益が失われる利益に優越すると認められる。

したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認めら

れるため、土地収用法第20条第３号の要件を充足すると判断される。

　⑷　土地収用法第20条第４号の要件への適合性について

前述のとおり、第１次柳川市総合計画の中で掲げている協働による市民主役のま

ちづくりを推進するための事業であることから、本件事業を早期に施行する必要性

は高いと認められる。

また、起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であるものと認められ

、収用の範囲も、本件事業により恒久的に供されるものであることから、収用又は

使用の別についても合理的であると認められる。

したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があると認められるため

、土地収用法第20条第４号の要件を充足すると判断される。

　⑸　結論

⑴から⑷までに述べたように、本件事業は土地収用法第20条各号の要件を充足す

るものと判断される。

以上により、柳川市から申請のあった藤吉コミュニティセンター（仮称）整備事

業について、土地収用法第20条の規定に基づき事業認定をするものである。

５　土地収用法第26条の２に規定する図面の縦覧場所

　　柳川市役所三橋庁舎（生涯学習課）

　福岡県告示第152号

県　名 地　　　　　域

福島県
田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双
葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪
江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

長屋沢
福岡市博多区大字立花寺、立花寺２丁目、金の
隈１丁目及び大字金隈（別紙図面１に示す区域
のとおり）

土石流

金隈川２ 福岡市博多区大字金隈及び金の隈１丁目（別紙
図面２に示す区域のとおり） 土石流

持田ヶ浦川３ 福岡市博多区大字金隈及び金の隈３丁目（別紙
図面３に示す区域のとおり） 土石流

持田ヶ浦川２ 福岡市博多区大字金隈及び金の隈３丁目（別紙
図面４に示す区域のとおり） 土石流

持田ヶ浦川 福岡市博多区大字金隈及び金の隈３丁目（別紙
図面５に示す区域のとおり） 土石流
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下月隈⑷－１ 福岡市博多区東月隈１丁目及び東平尾公園２丁
目（別紙図面25に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東月隈１丁目 福岡市博多区東月隈１丁目及び大字下月隈（別
紙図面26に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下月隈⑸ 福岡市博多区大字下月隈（別紙図面27に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦田１丁目－１ 福岡市博多区浦田１丁目及び糟屋郡志免町石橋
台（別紙図面28に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦田１丁目－２ 福岡市博多区浦田１丁目及び糟屋郡志免町石橋
台（別紙図面29に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦田２丁目⒜－
１

福岡市博多区浦田２丁目（別紙図面30に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦田２丁目⒜－
２

福岡市博多区浦田２丁目（別紙図面31に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦田２丁目⒜－
３

福岡市博多区浦田２丁目（別紙図面32に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦田２丁目⒠－
１

福岡市博多区浦田２丁目、糟屋郡志免町桜丘１
丁目及び桜丘２丁目（別紙図面33に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊

浦田２丁目⒠－
２

福岡市博多区浦田２丁目（別紙図面34に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦田２丁目⒞－
１

福岡市博多区浦田２丁目（別紙図面35に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦田２丁目⒞－
２

福岡市博多区浦田２丁目（別紙図面36に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦田２丁目⒞－
３

福岡市博多区浦田２丁目（別紙図面37に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦田２丁目⒟－
１

福岡市博多区浦田２丁目（別紙図面38に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

浦田２丁目⒟－
２

福岡市博多区浦田２丁目及び大字立花寺（別紙
図面39に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

立花寺⒝ 福岡市博多区大字立花寺及び大字金隈（別紙図
面40に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

金隈２丁目 福岡市博多区金の隈２丁目（別紙図面41に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

金隈⒡－２ 福岡市博多区金の隈１丁目（別紙図面42に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

金隈⒞－１ 福岡市博多区金の隈１丁目（別紙図面43に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下臼井⑵－１ 福岡市博多区空港前３丁目（別紙図面６に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下臼井⑵－２ 福岡市博多区空港前３丁目（別紙図面７に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下臼井⑵－３ 福岡市博多区空港前３丁目（別紙図面８に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下臼井⑵－４ 福岡市博多区空港前３丁目（別紙図面９に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

空港前３丁目 福岡市博多区空港前３丁目（別紙図面10に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

空港前５丁目⒝
－１

福岡市博多区空港前３丁目（別紙図面11に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下臼井－２ 福岡市博多区空港前４丁目（別紙図面12に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下臼井－１ 福岡市博多区空港前４丁目（別紙図面13に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

空港前４丁目⒜ 福岡市博多区空港前４丁目（別紙図面14に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

空港前５丁目⒝
－２

福岡市博多区空港前４丁目及び空港前３丁目
（別紙図面15に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上臼井⑴ 福岡市博多区空港前５丁目（別紙図面16に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

青木２丁目 福岡市博多区青木２丁目及び空港前５丁目（別
紙図面17に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東平尾－３ 福岡市博多区東平尾２丁目（別紙図面18に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東平尾－２ 福岡市博多区東平尾２丁目（別紙図面19に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東平尾－１ 福岡市博多区東平尾２丁目（別紙図面20に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東平尾－６ 福岡市博多区東平尾２丁目（別紙図面21に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東平尾－５ 福岡市博多区東平尾２丁目（別紙図面22に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東平尾－４ 福岡市博多区東平尾２丁目（別紙図面23に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下月隈⑷－２ 福岡市博多区東月隈２丁目（別紙図面24に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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金隈⒞－２ 福岡市博多区金の隈１丁目（別紙図面44に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

金隈⒝ 福岡市博多区金の隈１丁目（別紙図面45に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

金隈⑵－３ 福岡市博多区金の隈１丁目（別紙図面46に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

金隈⑵－２ 福岡市博多区金の隈１丁目（別紙図面47に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

金隈⑵－１ 福岡市博多区金の隈１丁目（別紙図面48に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

立花寺⒞－２ 福岡市博多区立花寺２丁目及び大字立花寺（別
紙図面49に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

立花寺⒞－３ 福岡市博多区立花寺２丁目及び大字立花寺（別
紙図面50に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

立花寺⒞－４ 福岡市博多区立花寺２丁目及び大字立花寺（別
紙図面51に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

立花寺２丁目⒜
－１

福岡市博多区立花寺２丁目（別紙図面52に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

立花寺２丁目⒜
－２

福岡市博多区立花寺２丁目及び大字立花寺（別
紙図面53に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

立花寺２丁目⒜
－３

福岡市博多区立花寺２丁目及び大字立花寺（別
紙図面54に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

立花寺２丁目⒝
－１

福岡市博多区立花寺２丁目（別紙図面55に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

立花寺２丁目⒝
－２

福岡市博多区立花寺２丁目及び大字金隈（別紙
図面56に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

金隈⒜－２ 福岡市博多区立花寺２丁目（別紙図面57に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

金隈⒜－１ 福岡市博多区立花寺２丁目及び金の隈１丁目
（別紙図面58に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

金隈⑴ 福岡市博多区立花寺２丁目（別紙図面59に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

月隈６丁目 福岡市博多区月隈６丁目（別紙図面60に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上月隈 福岡市博多区月隈６丁目（別紙図面61に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

月隈６丁目⒞ 福岡市博多区月隈６丁目及び大字立花寺（別紙
図面62に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

月隈６丁目⒜－
２

福岡市博多区月隈６丁目（別紙図面63に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

月隈６丁目⒜－
１

福岡市博多区月隈６丁目（別紙図面64に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

月隈６丁目⒝－
４

福岡市博多区月隈６丁目（別紙図面65に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

月隈６丁目⒝－
３

福岡市博多区月隈６丁目（別紙図面66に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上月隈－２ 福岡市博多区月隈６丁目（別紙図面67に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上月隈－１ 福岡市博多区月隈６丁目（別紙図面68に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

月隈６丁目⒝－
２

福岡市博多区月隈６丁目（別紙図面69に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

月隈６丁目⒝－
１

福岡市博多区月隈６丁目（別紙図面70に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下月隈⒜ 福岡市博多区月隈６丁目及び月隈３丁目（別紙
図面71に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

月隈新町 福岡市博多区東月隈５丁目（別紙図面72に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

東月隈５丁目 福岡市博多区東月隈５丁目、月隈６丁目及び月
隈３丁目（別紙図面73に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

月隈３丁目－２ 福岡市博多区月隈３丁目及び東月隈５丁目（別
紙図面74に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

月隈３丁目－１ 福岡市博多区月隈３丁目及び東月隈５丁目（別
紙図面75に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下月隈⑵－１ 福岡市博多区月隈３丁目（別紙図面76に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下月隈⑵－２ 福岡市博多区月隈３丁目（別紙図面77に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鳥越町 福岡市博多区月隈３丁目（別紙図面78に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下月隈⒝ 福岡市博多区月隈３丁目（別紙図面79に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下月隈⑶－１ 福岡市博多区月隈１丁目（別紙図面80に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下月隈⑶－２ 福岡市博多区月隈１丁目（別紙図面81に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を福岡市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第154号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第８条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

長屋沢

福岡市博多区大字立花寺、
立花寺２丁目、金の隈１丁
目及び大字金隈（別紙図面
１に示す区域のとおり）

土石流

別紙図面１に記載
する表のとおり

持田ヶ浦川３
福岡市博多区大字金隈及び
金の隈３丁目（別紙図面３
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面３に記載
する表のとおり

持田ヶ浦川２
福岡市博多区大字金隈及び
金の隈３丁目（別紙図面４
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面４に記載
する表のとおり

持田ヶ浦川
福岡市博多区大字金隈及び
金の隈３丁目（別紙図面５
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面５に記載
する表のとおり

下臼井⑵－１
福岡市博多区空港前３丁目
（別紙図面６に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面６に記載
する表のとおり

下臼井⑵－２
福岡市博多区空港前３丁目
（別紙図面７に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面７に記載
する表のとおり

下臼井⑵－３
福岡市博多区空港前３丁目
（別紙図面８に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面８に記載
する表のとおり

下臼井⑵－４
福岡市博多区空港前３丁目
（別紙図面９に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面９に記載
する表のとおり

空港前３丁目
福岡市博多区空港前３丁目
（別紙図面10に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面10に記載
する表のとおり

空港前５丁目⒝
－１

福岡市博多区空港前３丁目
（別紙図面11に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面11に記載
する表のとおり

下臼井－２
福岡市博多区空港前４丁目
（別紙図面12に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面12に記載
する表のとおり

下臼井－１
福岡市博多区空港前４丁目
（別紙図面13に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面13に記載
する表のとおり

空港前４丁目⒜
福岡市博多区空港前４丁目
（別紙図面14に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面14に記載
する表のとおり

空港前５丁目⒝
－２

福岡市博多区空港前４丁目
及び空港前３丁目（別紙図
面15に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面15に記載
する表のとおり

上臼井⑴
福岡市博多区空港前５丁目
（別紙図面16に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面16に記載
する表のとおり

青木２丁目
福岡市博多区青木２丁目及
び空港前５丁目（別紙図面
17に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面17に記載
する表のとおり

東平尾－３
福岡市博多区東平尾２丁目
（別紙図面18に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面18に記載
する表のとおり

東平尾－２
福岡市博多区東平尾２丁目
（別紙図面19に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面19に記載
する表のとおり

東平尾－１
福岡市博多区東平尾２丁目
（別紙図面20に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面20に記載
する表のとおり

東平尾－４
福岡市博多区東平尾２丁目
（別紙図面23に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面23に記載
する表のとおり

那珂１丁目 福岡市博多区那珂１丁目（別紙図面82に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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浦田２丁目⒟－
１

福岡市博多区浦田２丁目
（別紙図面38に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面38に記載
する表のとおり

浦田２丁目⒟－
２

福岡市博多区浦田２丁目及
び大字立花寺（別紙図面39
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面39に記載
する表のとおり

立花寺⒝
福岡市博多区大字立花寺及
び大字金隈（別紙図面40に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面40に記載
する表のとおり

金隈２丁目
福岡市博多区金の隈２丁目
（別紙図面41に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面41に記載
する表のとおり

金隈⒡－２
福岡市博多区金の隈１丁目
（別紙図面42に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面42に記載
する表のとおり

金隈⒞－２
福岡市博多区金の隈１丁目
（別紙図面44に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面44に記載
する表のとおり

金隈⒝
福岡市博多区金の隈１丁目
（別紙図面45に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面45に記載
する表のとおり

金隈⑵－３
福岡市博多区金の隈１丁目
（別紙図面46に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面46に記載
する表のとおり

金隈⑵－２
福岡市博多区金の隈１丁目
（別紙図面47に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面47に記載
する表のとおり

金隈⑵－１
福岡市博多区金の隈１丁目
（別紙図面48に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面48に記載
する表のとおり

立花寺⒞－２
福岡市博多区立花寺２丁目
及び大字立花寺（別紙図面
49に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面49に記載
する表のとおり

立花寺⒞－３
福岡市博多区立花寺２丁目
及び大字立花寺（別紙図面
50に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面50に記載
する表のとおり

立花寺⒞－４
福岡市博多区立花寺２丁目
及び大字立花寺（別紙図面
51に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面51に記載
する表のとおり

下月隈⑷－２
福岡市博多区東月隈２丁目
（別紙図面24に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面24に記載
する表のとおり

下月隈⑷－１

福岡市博多区東月隈１丁目
及び東平尾公園２丁目（別
紙図面25に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊

別紙図面25に記載
する表のとおり

東月隈１丁目
福岡市博多区東月隈１丁目
及び大字下月隈（別紙図面
26に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面26に記載
する表のとおり

下月隈⑸
福岡市博多区大字下月隈
（別紙図面27に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面27に記載
する表のとおり

浦田２丁目⒜－
１

福岡市博多区浦田２丁目
（別紙図面30に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面30に記載
する表のとおり

浦田２丁目⒜－
２

福岡市博多区浦田２丁目
（別紙図面31に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面31に記載
する表のとおり

浦田２丁目⒜－
３

福岡市博多区浦田２丁目
（別紙図面32に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面32に記載
する表のとおり

浦田２丁目⒠－
１

福岡市博多区浦田２丁目、
糟屋郡志免町桜丘１丁目及
び桜丘２丁目（別紙図面33
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊

別紙図面33に記載
する表のとおり

浦田２丁目⒠－
２

福岡市博多区浦田２丁目
（別紙図面34に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面34に記載
する表のとおり

浦田２丁目⒞－
１

福岡市博多区浦田２丁目
（別紙図面35に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面35に記載
する表のとおり

浦田２丁目⒞－
２

福岡市博多区浦田２丁目
（別紙図面36に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面36に記載
する表のとおり

浦田２丁目⒞－
３

福岡市博多区浦田２丁目
（別紙図面37に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面37に記載
する表のとおり
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月隈６丁目⒝－
３

福岡市博多区月隈６丁目
（別紙図面66に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面66に記載
する表のとおり

上月隈－２
福岡市博多区月隈６丁目
（別紙図面67に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面67に記載
する表のとおり

上月隈－１
福岡市博多区月隈６丁目
（別紙図面68に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面68に記載
する表のとおり

月隈６丁目⒝－
２

福岡市博多区月隈６丁目
（別紙図面69に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面69に記載
する表のとおり

月隈６丁目⒝－
１

福岡市博多区月隈６丁目
（別紙図面70に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面70に記載
する表のとおり

下月隈⒜
福岡市博多区月隈６丁目及
び月隈３丁目（別紙図面71
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面71に記載
する表のとおり

月隈新町
福岡市博多区東月隈５丁目
（別紙図面72に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面72に記載
する表のとおり

東月隈５丁目

福岡市博多区東月隈５丁
目、月隈６丁目及び月隈３
丁目（別紙図面73に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊

別紙図面73に記載
する表のとおり

月隈３丁目－２
福岡市博多区月隈３丁目及
び東月隈５丁目（別紙図面
74に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面74に記載
する表のとおり

月隈３丁目－１
福岡市博多区月隈３丁目及
び東月隈５丁目（別紙図面
75に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面75に記載
する表のとおり

下月隈⑵－１
福岡市博多区月隈３丁目
（別紙図面76に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面76に記載
する表のとおり

下月隈⑵－２
福岡市博多区月隈３丁目
（別紙図面77に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面77に記載
する表のとおり

鳥越町
福岡市博多区月隈３丁目
（別紙図面78に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面78に記載
する表のとおり

立花寺２丁目⒜
－１

福岡市博多区立花寺２丁目
（別紙図面52に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面52に記載
する表のとおり

立花寺２丁目⒜
－２

福岡市博多区立花寺２丁目
及び大字立花寺（別紙図面
53に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面53に記載
する表のとおり

立花寺２丁目⒜
－３

福岡市博多区立花寺２丁目
及び大字立花寺（別紙図面
54に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面54に記載
する表のとおり

立花寺２丁目⒝
－１

福岡市博多区立花寺２丁目
（別紙図面55に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面55に記載
する表のとおり

立花寺２丁目⒝
－２

福岡市博多区立花寺２丁目
及び大字金隈（別紙図面56
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面56に記載
する表のとおり

金隈⒜－２
福岡市博多区立花寺２丁目
（別紙図面57に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面57に記載
する表のとおり

金隈⑴
福岡市博多区立花寺２丁目
（別紙図面59に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面59に記載
する表のとおり

月隈６丁目
福岡市博多区月隈６丁目
（別紙図面60に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面60に記載
する表のとおり

上月隈
福岡市博多区月隈６丁目
（別紙図面61に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面61に記載
する表のとおり

月隈６丁目⒞
福岡市博多区月隈６丁目及
び大字立花寺（別紙図面62
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面62に記載
する表のとおり

月隈６丁目⒜－
２

福岡市博多区月隈６丁目
（別紙図面63に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面63に記載
する表のとおり

月隈６丁目⒜－
１

福岡市博多区月隈６丁目
（別紙図面64に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面64に記載
する表のとおり

月隈６丁目⒝－
４

福岡市博多区月隈６丁目
（別紙図面65に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面65に記載
する表のとおり
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を福岡市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第155号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第６条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

本３ 八女市本（別紙図面１に示す区域のとおり） 土石流

忠見 八女市忠見及び大籠（別紙図面２に示す区域の
とおり） 土石流

城之東３ 八女市山内（別紙図面３に示す区域のとおり） 土石流

城之東２ 八女市山内（別紙図面４に示す区域のとおり） 土石流

長野中旬 八女市長野（別紙図面５に示す区域のとおり） 土石流

西穴豆 八女市長野（別紙図面６に示す区域のとおり） 土石流

北田形５ 八女市北田形（別紙図面７に示す区域のとお
り） 土石流

北田形４ 八女市北田形（別紙図面８に示す区域のとお
り） 土石流

北田形３ 八女市北田形（別紙図面９に示す区域のとお
り） 土石流

北田形２ 八女市北田形（別紙図面10に示す区域のとお
り） 土石流

北田形１ 八女市北田形（別紙図面11に示す区域のとお
り） 土石流

大正谷 八女市北田形（別紙図面12に示す区域のとお
り） 土石流

室岡 八女市室岡（別紙図面13に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

岩崎－１ 八女市岩崎（別紙図面14に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

岩崎－２ 八女市岩崎（別紙図面15に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

吉田 八女市吉田（別紙図面16に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下吉田 八女市吉田（別紙図面17に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清王－４ 八女市本（別紙図面18に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清王－３ 八女市本（別紙図面19に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清王－１ 八女市本（別紙図面20に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

清王－２ 八女市本（別紙図面21に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大籠⒝ 八女市大籠及び忠見（別紙図面22に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

大籠⒠ 八女市大籠（別紙図面23に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大籠⒞ 八女市大籠（別紙図面24に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大籠⒟ 八女市山内（別紙図面25に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

山内⒞ 八女市山内及び長野（別紙図面26に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

山内⒟ 八女市長野（別紙図面27に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下月隈⒝
福岡市博多区月隈３丁目
（別紙図面79に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面79に記載
する表のとおり

下月隈⑶－１
福岡市博多区月隈１丁目
（別紙図面80に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面80に記載
する表のとおり

下月隈⑶－２
福岡市博多区月隈１丁目
（別紙図面81に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面81に記載
する表のとおり
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を八女市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第156号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第８条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

宮原⒝ 八女市長野（別紙図面28に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

長野⒝－１ 八女市長野（別紙図面29に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

長野⒝－２ 八女市長野（別紙図面30に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

長野⒝－３ 八女市長野（別紙図面31に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

北田形⒝－１ 八女市北田形（別紙図面32に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

北田形⒝－２ 八女市北田形（別紙図面33に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

北田形⒜ 八女市北田形（別紙図面34に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

北田形⒟－２ 八女市北田形（別紙図面35に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

北田形⒟－１ 八女市北田形（別紙図面36に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

北田形⒟－３ 八女市北田形（別紙図面37に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

山内 八女市山内（別紙図面38に示す区域のとおり） 地滑り

長野 八女市山内（別紙図面39に示す区域のとおり） 地滑り

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

本３ 八女市本（別紙図面１に示
す区域のとおり） 土石流 別紙図面１に記載

する表のとおり

忠見
八女市忠見及び大籠（別紙
図面２に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面２に記載
する表のとおり

城之東３ 八女市山内（別紙図面３に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面３に記載

する表のとおり

城之東２ 八女市山内（別紙図面４に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面４に記載

する表のとおり

長野中旬 八女市長野（別紙図面５に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面５に記載

する表のとおり

西穴豆 八女市長野（別紙図面６に
示す区域のとおり） 土石流 別紙図面６に記載

する表のとおり

北田形５ 八女市北田形（別紙図面７
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面７に記載

する表のとおり

北田形４ 八女市北田形（別紙図面８
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面８に記載

する表のとおり

北田形３ 八女市北田形（別紙図面９
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面９に記載

する表のとおり

北田形２ 八女市北田形（別紙図面10
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面10に記載

する表のとおり

北田形１ 八女市北田形（別紙図面11
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面11に記載

する表のとおり

大正谷 八女市北田形（別紙図面12
に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面12に記載

する表のとおり

室岡 八女市室岡（別紙図面13に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面13に記載

する表のとおり

岩崎－１ 八女市岩崎（別紙図面14に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面14に記載

する表のとおり

岩崎－２ 八女市岩崎（別紙図面15に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面15に記載

する表のとおり

吉田 八女市吉田（別紙図面16に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面16に記載

する表のとおり

下吉田 八女市吉田（別紙図面17に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面17に記載

する表のとおり

清王－４ 八女市本（別紙図面18に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面18に記載

する表のとおり

清王－３ 八女市本（別紙図面19に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面19に記載

する表のとおり
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　福岡県告示第157号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第６条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　備考　別紙図面は省略し、その図面を八女市役所に備え置いて縦覧に供する。

清王－１ 八女市本（別紙図面20に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面20に記載

する表のとおり

大籠⒝
八女市大籠及び忠見（別紙
図面22に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面22に記載
する表のとおり

大籠⒠ 八女市大籠（別紙図面23に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面23に記載

する表のとおり

大籠⒞ 八女市大籠（別紙図面24に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面24に記載

する表のとおり

大籠⒟ 八女市山内（別紙図面25に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面25に記載
する表のとおり

山内⒞
八女市山内及び長野（別紙
図面26に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面26に記載
する表のとおり

山内⒟ 八女市長野（別紙図面27に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面27に記載
する表のとおり

宮原⒝ 八女市長野（別紙図面28に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面28に記載
する表のとおり

長野⒝－１ 八女市長野（別紙図面29に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面29に記載
する表のとおり

長野⒝－２ 八女市長野（別紙図面30に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面30に記載
する表のとおり

長野⒝－３ 八女市長野（別紙図面31に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面31に記載
する表のとおり

北田形⒝－１ 八女市北田形（別紙図面32
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面32に記載
する表のとおり

北田形⒝－２ 八女市北田形（別紙図面33
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面33に記載
する表のとおり

北田形⒜ 八女市北田形（別紙図面34
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面34に記載
する表のとおり

北田形⒟－２ 八女市北田形（別紙図面35
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面35に記載
する表のとおり

北田形⒟－１ 八女市北田形（別紙図面36
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面36に記載
する表のとおり

北田形⒟－３ 八女市北田形（別紙図面37
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面37に記載
する表のとおり

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

岩屋池川 田川市大字夏吉（別紙図面１に示す区域のとお
り） 土石流

岩屋川－１ 田川市大字夏吉（別紙図面２に示す区域のとお
り） 土石流

岩屋川－２ 田川市大字夏吉（別紙図面３に示す区域のとお
り） 土石流

夏吉川 田川市大字夏吉（別紙図面４に示す区域のとお
り） 土石流

上弓削田川 田川市大字位登及び大字弓削田（別紙図面５に
示す区域のとおり） 土石流

上弓削田川２ 田川市大字位登及び大字弓削田（別紙図面６に
示す区域のとおり） 土石流

清水川 田川市大字位登（別紙図面７に示す区域のとお
り） 土石流

赤ヶ谷川２ 田川市大字位登（別紙図面８に示す区域のとお
り） 土石流

赤ヶ谷川１ 田川市大字位登（別紙図面９に示す区域のとお
り） 土石流

鷲池川１ 田川市大字位登（別紙図面10に示す区域のとお
り） 土石流

鷲池川２ 田川市大字位登（別紙図面11に示す区域のとお
り） 土石流

朝倉池川 田川市大字位登及び大字猪国（別紙図面12に示
す区域のとおり） 土石流

金国川－４ 田川市大字位登及び大字猪国（別紙図面13に示
す区域のとおり） 土石流

金国川－１ 田川市大字位登及び大字猪国（別紙図面14に示
す区域のとおり） 土石流
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田尻川－２ 田川市大字猪国（別紙図面34に示す区域のとお
り） 土石流

田尻川－３ 田川市大字猪国（別紙図面35に示す区域のとお
り） 土石流

田尻川－４ 田川市大字猪国（別紙図面36に示す区域のとお
り） 土石流

道原川１ 田川市大字猪国（別紙図面37に示す区域のとお
り） 土石流

岩屋７ 田川市大字夏吉（別紙図面38に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

岩屋６ 田川市大字夏吉（別紙図面39に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

岩屋５－２ 田川市大字夏吉（別紙図面40に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

岩屋５－１ 田川市大字夏吉（別紙図面41に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

岩屋４ 田川市大字夏吉（別紙図面42に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

岩屋３ 田川市大字夏吉（別紙図面43に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

岩屋－１ 田川市大字夏吉（別紙図面44に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

岩屋－２ 田川市大字夏吉（別紙図面45に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

秋里６－１ 田川市大字夏吉（別紙図面46に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

秋里６－２ 田川市大字夏吉（別紙図面47に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

秋里６－３ 田川市大字夏吉（別紙図面48に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

秋里６－４ 田川市大字夏吉（別紙図面49に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

秋里６－５ 田川市大字夏吉（別紙図面50に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

秋里６－６ 田川市大字夏吉（別紙図面51に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

秋里１ 田川市大字夏吉（別紙図面52に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

金国川－２ 田川市大字位登及び大字猪国（別紙図面15に示
す区域のとおり） 土石流

金国川－３ 田川市大字位登及び大字猪国（別紙図面16に示
す区域のとおり） 土石流

金国川－５ 田川市大字位登及び大字猪国（別紙図面17に示
す区域のとおり） 土石流

荒谷川 田川市大字位登及び大字猪国（別紙図面18に示
す区域のとおり） 土石流

天ヶ谷川２ 田川市大字猪国及び大字位登（別紙図面19に示
す区域のとおり） 土石流

天ヶ谷川 田川市大字猪国及び大字位登（別紙図面20に示
す区域のとおり） 土石流

荒谷川２ 田川市大字猪国（別紙図面21に示す区域のとお
り） 土石流

猪膝川１ 田川市大字猪国（別紙図面22に示す区域のとお
り） 土石流

猪膝川３ 田川市大字猪国（別紙図面23に示す区域のとお
り） 土石流

猪膝川２ 田川市大字猪国（別紙図面24に示す区域のとお
り） 土石流

マチコ田川 田川市大字猪国（別紙図面25に示す区域のとお
り） 土石流

道原川４ 田川市大字猪国（別紙図面26に示す区域のとお
り） 土石流

道原川３ 田川市大字猪国（別紙図面27に示す区域のとお
り） 土石流

道原川２ 田川市大字猪国（別紙図面28に示す区域のとお
り） 土石流

塚脇川１ 田川市大字猪国及び大字位登（別紙図面29に示
す区域のとおり） 土石流

塚脇川２ 田川市大字猪国（別紙図面30に示す区域のとお
り） 土石流

畑川 田川市大字猪国（別紙図面31に示す区域のとお
り） 土石流

田尻川 田川市大字猪国（別紙図面32に示す区域のとお
り） 土石流

田尻川－１ 田川市大字猪国（別紙図面33に示す区域のとお
り） 土石流
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夏吉２ 田川市大字夏吉（別紙図面72に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

天神１ 田川市大字糒（別紙図面73に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

天神３ 田川市大字糒（別紙図面74に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

宮の下２ 田川市大字糒及び大字夏吉（別紙図面75に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

宮の下１ 田川市大字糒（別紙図面76に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

宮の下３ 田川市大字糒（別紙図面77に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

棚木１ 田川市大字糒（別紙図面78に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

青葉町１ 田川市大字糒（別紙図面79に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

糒－１ 田川市大字糒（別紙図面80に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

日吉町１ 田川市大字糒及び田川郡糸田町宮床（別紙図面
81に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

日吉町２－２ 田川市大字糒（別紙図面82に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

日吉町２－１ 田川市大字糒（別紙図面83に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

日吉 田川市大字糒（別紙図面84に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

和田１－１ 田川市大字糒（別紙図面85に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

和田１－２ 田川市大字糒（別紙図面86に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

和田２ 田川市大字糒（別紙図面87に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

宮床－２ 田川市大字糒（別紙図面88に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

下伊田 田川市大字伊田及び新町（別紙図面89に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鉄砲町２－１ 田川市大字伊田（別紙図面90に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

岩屋２－２ 田川市大字夏吉（別紙図面53に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

岩屋２－１ 田川市大字夏吉（別紙図面54に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

秋里５ 田川市大字夏吉（別紙図面55に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

秋里４－３ 田川市大字夏吉（別紙図面56に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

秋里４－２ 田川市大字夏吉（別紙図面57に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

秋里４－１ 田川市大字夏吉（別紙図面58に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

秋里３ 田川市大字夏吉（別紙図面59に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

秋里 田川市大字夏吉（別紙図面60に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

糸飛１ 田川市大字夏吉（別紙図面61に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

糸飛２ 田川市大字夏吉（別紙図面62に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

糸飛６ 田川市大字夏吉（別紙図面63に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

糸飛３ 田川市大字夏吉（別紙図面64に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

螢ヶ丘２－３ 田川市大字夏吉（別紙図面65に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

螢ヶ丘２－２ 田川市大字夏吉（別紙図面66に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

螢ヶ丘２－１ 田川市大字夏吉（別紙図面67に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

螢ヶ丘１－２ 田川市大字夏吉（別紙図面68に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

螢ヶ丘１－１ 田川市大字夏吉（別紙図面69に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

夏吉緑ヶ丘１－
１

田川市大字夏吉（別紙図面70に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

夏吉緑ヶ丘１－
２

田川市大字夏吉（別紙図面71に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊
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南白鳥町１－２ 田川市大字伊田（別紙図面110に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

三井鎮西８ 田川市大字伊田（別紙図面111に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

三井鎮西７ 田川市大字伊田（別紙図面112に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

三井鎮西９ 田川市大字伊田（別紙図面113に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

三井鎮西６ 田川市大字伊田（別紙図面114に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

三井鎮西５ 田川市大字伊田（別紙図面115に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

三井鎮西４ 田川市大字伊田（別紙図面116に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

栄町⑴－１ 田川市大字伊田、平松町及び栄町（別紙図面
117に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栄町⑴－２ 田川市大字伊田（別紙図面118に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

三井鎮西２ 田川市大字伊田及び栄町（別紙図面119に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

三井鎮西３ 田川市大字伊田及び白鳥町（別紙図面120に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

三井鎮西１ 田川市白鳥町（別紙図面121に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

南白鳥町３ 田川市白鳥町（別紙図面122に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

県道下１ 田川市新町（別紙図面123に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

新町⑴ 田川市新町（別紙図面124に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

新町⑵－１ 田川市新町（別紙図面125に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

新町⑵－２ 田川市新町（別紙図面126に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

中央町１ 田川市中央町（別紙図面127に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

千代町１ 田川市千代町及び大字奈良（別紙図面128に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鉄砲町２－２ 田川市大字伊田（別紙図面91に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

鉄砲町２－３ 田川市大字伊田（別紙図面92に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

鉄砲町３－１ 田川市大字伊田（別紙図面93に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

鉄砲町３－２ 田川市大字伊田（別紙図面94に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

鉄砲町⑵－１ 田川市大字伊田（別紙図面95に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

鉄砲町⑵－２ 田川市大字伊田（別紙図面96に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

鉄砲町⑵－３ 田川市大字伊田（別紙図面97に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

鉄砲町－１ 田川市大字伊田（別紙図面98に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

鉄砲町－２ 田川市大字伊田（別紙図面99に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

上伊田東 田川市大字伊田（別紙図面100に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

轟尾４－２ 田川市大字伊田（別紙図面101に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

轟尾４－１ 田川市大字伊田（別紙図面102に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

轟尾５ 田川市大字伊田（別紙図面103に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

轟尾３ 田川市大字伊田（別紙図面104に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

轟尾⑵ 田川市大字伊田（別紙図面105に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

轟尾 田川市大字伊田（別紙図面106に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

南白鳥町２－２ 田川市大字伊田（別紙図面107に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

南白鳥町２－１ 田川市大字伊田（別紙図面108に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

南白鳥町１－１ 田川市大字伊田（別紙図面109に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊
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平原10－１ 田川市大字伊田（別紙図面148に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平原⑴ 田川市大字伊田（別紙図面149に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

田中１－３ 田川市大字伊田（別紙図面150に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

田中１－２ 田川市大字伊田（別紙図面151に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

田中１－１ 田川市大字伊田（別紙図面152に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

道平⑴ 田川市大字伊田（別紙図面153に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

道手３ 田川市大字伊田（別紙図面154に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

道手１ 田川市大字伊田（別紙図面155に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

道平⑵ 田川市大字伊田（別紙図面156に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

赤子１－３ 田川市大字伊田（別紙図面157に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

赤子１－２ 田川市大字伊田（別紙図面158に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

赤子１－１ 田川市大字伊田（別紙図面159に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平原⑶ 田川市大字伊田（別紙図面160に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平原⑵ 田川市大字伊田（別紙図面161に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平原１－１ 田川市大字伊田（別紙図面162に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平原１－２ 田川市大字伊田（別紙図面163に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平原１－３ 田川市大字伊田（別紙図面164に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平原７ 田川市大字伊田（別紙図面165に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

中屋敷８ 田川市大字伊田（別紙図面166に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

栄町⑷ 田川市栄町（別紙図面129に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

栄町⑵ 田川市栄町及び大字伊田（別紙図面130に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

三井伊田１ 田川市栄町（別紙図面131に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

栄町⑶－２ 田川市栄町（別紙図面132に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

栄町⑶－１ 田川市栄町（別紙図面133に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

栄町⑴－３ 田川市栄町及び大字伊田（別紙図面134に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栄町⑴－４ 田川市栄町（別紙図面135に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

平松町１ 田川市平松町及び千代町（別紙図面136に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平松⑴－１ 田川市平松町（別紙図面137に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

平松⑴－２ 田川市平松町（別紙図面138に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

平松町３ 田川市平松町（別紙図面139に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

平松⑴－３ 田川市平松町（別紙図面140に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

平松町２ 田川市平松町（別紙図面141に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

月見ヶ丘１ 田川市平松町（別紙図面142に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

平松⑵－１ 田川市平松町及び大字奈良（別紙図面143に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平松⑵－２ 田川市平松町（別紙図面144に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

上伊田東⑵ 田川市大字伊田（別紙図面145に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平原10－３ 田川市大字伊田（別紙図面146に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平原10－２ 田川市大字伊田（別紙図面147に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊
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新大浦町４ 田川市大字奈良（別紙図面186に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

新大浦町３ 田川市大字奈良（別紙図面187に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

奈良－４ 田川市大字奈良及び丸山町（別紙図面188に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

奈良－３ 田川市大字奈良及び丸山町（別紙図面189に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

糒－２ 田川市大字川宮及び田川郡糸田町宮床（別紙図
面190に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

糒－３ 田川市大字川宮及び田川郡糸田町宮床（別紙図
面191に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新生町１ 田川市大字川宮（別紙図面192に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大藪１ 田川市大字川宮（別紙図面193に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大藪２ 田川市大字川宮（別紙図面194に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

川宮－１ 田川市大字川宮（別紙図面195に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大藪６－１ 田川市大字川宮（別紙図面196に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大藪６－２ 田川市大字川宮及び大字伊田（別紙図面197に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

高住町２ 田川市大字川宮（別紙図面198に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

高住 田川市大字川宮（別紙図面199に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

高住町１ 田川市大字川宮（別紙図面200に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

上大藪 田川市大字川宮（別紙図面201に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大藪４ 田川市大字川宮（別紙図面202に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

川宮 田川市大字川宮（別紙図面203に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大藪３ 田川市大字川宮（別紙図面204に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

中屋敷７ 田川市大字伊田（別紙図面167に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

中屋敷６ 田川市大字伊田（別紙図面168に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

中屋敷５ 田川市大字伊田（別紙図面169に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

中屋敷９ 田川市大字伊田（別紙図面170に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平原８ 田川市大字伊田（別紙図面171に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平原９ 田川市大字伊田（別紙図面172に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平原５ 田川市大字伊田（別紙図面173に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

平原６ 田川市大字伊田（別紙図面174に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

奈良－２ 田川市大字奈良（別紙図面175に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

出石２ 田川市大字奈良（別紙図面176に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

出石１ 田川市大字奈良（別紙図面177に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

奈良－１ 田川市大字奈良（別紙図面178に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

奈良－５ 田川市大字奈良（別紙図面179に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

奈良－６－１ 田川市大字奈良（別紙図面180に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

奈良－６－２ 田川市大字奈良（別紙図面181に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

新大浦町１ 田川市大字奈良（別紙図面182に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

新大浦町２ 田川市大字奈良（別紙図面183に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

新大浦町６ 田川市大字奈良（別紙図面184に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

新大浦町５ 田川市大字奈良（別紙図面185に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を田川市役所に備え置いて縦覧に供する。

猪位金－５ 田川市大字猪国（別紙図面224に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猪位金－３ 田川市大字猪国（別紙図面225に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猪位金－２ 田川市大字猪国（別紙図面226に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猪位金－１ 田川市大字猪国（別紙図面227に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猪国－３ 田川市大字猪国（別紙図面228に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

道原１ 田川市大字猪国（別紙図面229に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

鬼丸１－２ 田川市大字猪国（別紙図面230に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

鬼丸１－１ 田川市大字猪国（別紙図面231に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猪国－４ 田川市大字猪国（別紙図面232に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

奥１－１ 田川市大字猪国（別紙図面233に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

奥１－２ 田川市大字猪国（別紙図面234に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

田尻１－１ 田川市大字猪国（別紙図面235に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

田尻２ 田川市大字猪国（別紙図面236に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

田尻１－４ 田川市大字猪国（別紙図面237に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

田尻１－３ 田川市大字猪国（別紙図面238に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

田尻１－２ 田川市大字猪国（別紙図面239に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

坂谷２ 田川市大字猪国（別紙図面240に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

坂谷１ 田川市大字猪国（別紙図面241に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

川宮２ 田川市大字川宮（別紙図面205に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

川宮１ 田川市大字川宮（別紙図面206に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

下弓削田１ 田川市大字弓削田（別紙図面207に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

位登－４ 田川市大字位登（別紙図面208に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

位登－３ 田川市大字位登（別紙図面209に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

位登－１ 田川市大字位登（別紙図面210に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

下小路１ 田川市大字位登（別紙図面211に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

清美町１－１ 田川市大字位登（別紙図面212に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

清美町１－２ 田川市大字位登（別紙図面213に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

位登－２ 田川市大字位登（別紙図面214に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

金国１－１ 田川市大字猪国（別紙図面215に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

金国１－２ 田川市大字猪国（別紙図面216に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猪国－１ 田川市大字猪国（別紙図面217に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

小園２ 田川市大字猪国（別紙図面218に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

小園１ 田川市大字猪国（別紙図面219に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

小園４ 田川市大字猪国（別紙図面220に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猪膝１ 田川市大字猪国（別紙図面221に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猪国－２ 田川市大字猪国（別紙図面222に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

猪位金－４ 田川市大字猪国（別紙図面223に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊
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34 　福岡県告示第158号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第８条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

岩屋池川 田川市大字夏吉（別紙図面
１に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面１に記載

する表のとおり

岩屋川－１ 田川市大字夏吉（別紙図面
２に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面２に記載
する表のとおり

岩屋川－２ 田川市大字夏吉（別紙図面
３に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面３に記載
する表のとおり

夏吉川 田川市大字夏吉（別紙図面
４に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面４に記載
する表のとおり

上弓削田川
田川市大字位登及び大字弓
削田（別紙図面５に示す区
域のとおり）

土石流 別紙図面５に記載
する表のとおり

上弓削田川２
田川市大字位登及び大字弓
削田（別紙図面６に示す区
域のとおり）

土石流 別紙図面６に記載
する表のとおり

清水川 田川市大字位登（別紙図面
７に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面７に記載
する表のとおり

赤ヶ谷川２ 田川市大字位登（別紙図面
８に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面８に記載
する表のとおり

赤ヶ谷川１ 田川市大字位登（別紙図面
９に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面９に記載
する表のとおり

鷲池川１ 田川市大字位登（別紙図面
10に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面10に記載
する表のとおり

鷲池川２ 田川市大字位登（別紙図面
11に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面11に記載
する表のとおり

朝倉池川
田川市大字位登及び大字猪
国（別紙図面12に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面12に記載
する表のとおり

金国川－４
田川市大字位登及び大字猪
国（別紙図面13に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面13に記載
する表のとおり

金国川－１
田川市大字位登及び大字猪
国（別紙図面14に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面14に記載
する表のとおり

金国川－２
田川市大字位登及び大字猪
国（別紙図面15に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面15に記載
する表のとおり

金国川－３
田川市大字位登及び大字猪
国（別紙図面16に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面16に記載
する表のとおり

金国川－５
田川市大字位登及び大字猪
国（別紙図面17に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面17に記載
する表のとおり

天ヶ谷川２
田川市大字猪国及び大字位
登（別紙図面19に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面19に記載
する表のとおり

天ヶ谷川
田川市大字猪国及び大字位
登（別紙図面20に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面20に記載
する表のとおり

荒谷川２ 田川市大字猪国（別紙図面
21に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面21に記載

する表のとおり

猪膝川１ 田川市大字猪国（別紙図面
22に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面22に記載

する表のとおり

猪膝川３ 田川市大字猪国（別紙図面
23に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面23に記載

する表のとおり

猪膝川２ 田川市大字猪国（別紙図面
24に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面24に記載

する表のとおり

マチコ田川 田川市大字猪国（別紙図面
25に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面25に記載

する表のとおり

道原川３ 田川市大字猪国（別紙図面
27に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面27に記載

する表のとおり

道原川２ 田川市大字猪国（別紙図面
28に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面28に記載

する表のとおり

塚脇川１
田川市大字猪国及び大字位
登（別紙図面29に示す区域
のとおり）

土石流
別紙図面29に記載
する表のとおり

畑川 田川市大字猪国（別紙図面
31に示す区域のとおり） 土石流 別紙図面31に記載

する表のとおり
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田尻川 田川市大字猪国（別紙図面
32に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面32に記載
する表のとおり

田尻川－１ 田川市大字猪国（別紙図面
33に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面33に記載
する表のとおり

田尻川－２ 田川市大字猪国（別紙図面
34に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面34に記載
する表のとおり

田尻川－３ 田川市大字猪国（別紙図面
35に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面35に記載
する表のとおり

田尻川－４ 田川市大字猪国（別紙図面
36に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面36に記載
する表のとおり

道原川１ 田川市大字猪国（別紙図面
37に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面37に記載
する表のとおり

岩屋７ 田川市大字夏吉（別紙図面
38に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面38に記載
する表のとおり

岩屋６ 田川市大字夏吉（別紙図面
39に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面39に記載
する表のとおり

岩屋５－２ 田川市大字夏吉（別紙図面
40に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面40に記載
する表のとおり

岩屋５－１ 田川市大字夏吉（別紙図面
41に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面41に記載
する表のとおり

岩屋４ 田川市大字夏吉（別紙図面
42に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面42に記載
する表のとおり

岩屋３ 田川市大字夏吉（別紙図面
43に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面43に記載
する表のとおり

岩屋－１ 田川市大字夏吉（別紙図面
44に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面44に記載
する表のとおり

岩屋－２ 田川市大字夏吉（別紙図面
45に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面45に記載
する表のとおり

秋里６－１ 田川市大字夏吉（別紙図面
46に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面46に記載
する表のとおり

秋里６－２ 田川市大字夏吉（別紙図面
47に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面47に記載
する表のとおり

秋里６－３ 田川市大字夏吉（別紙図面
48に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面48に記載
する表のとおり

秋里６－４ 田川市大字夏吉（別紙図面
49に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面49に記載
する表のとおり

秋里６－５ 田川市大字夏吉（別紙図面
50に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面50に記載
する表のとおり

秋里１ 田川市大字夏吉（別紙図面
52に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面52に記載
する表のとおり

岩屋２－２ 田川市大字夏吉（別紙図面
53に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面53に記載
する表のとおり

岩屋２－１ 田川市大字夏吉（別紙図面
54に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面54に記載
する表のとおり

秋里５ 田川市大字夏吉（別紙図面
55に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面55に記載
する表のとおり

秋里４－３ 田川市大字夏吉（別紙図面
56に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面56に記載
する表のとおり

秋里４－２ 田川市大字夏吉（別紙図面
57に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面57に記載
する表のとおり

秋里４－１ 田川市大字夏吉（別紙図面
58に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面58に記載
する表のとおり

秋里３ 田川市大字夏吉（別紙図面
59に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面59に記載
する表のとおり

秋里 田川市大字夏吉（別紙図面
60に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面60に記載
する表のとおり

糸飛１ 田川市大字夏吉（別紙図面
61に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面61に記載
する表のとおり

糸飛６ 田川市大字夏吉（別紙図面
63に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面63に記載
する表のとおり

糸飛３ 田川市大字夏吉（別紙図面
64に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面64に記載
する表のとおり

螢ヶ丘２－３ 田川市大字夏吉（別紙図面
65に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面65に記載
する表のとおり

螢ヶ丘２－２ 田川市大字夏吉（別紙図面
66に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面66に記載
する表のとおり

螢ヶ丘２－１ 田川市大字夏吉（別紙図面
67に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面67に記載
する表のとおり

螢ヶ丘１－２ 田川市大字夏吉（別紙図面
68に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面68に記載
する表のとおり

夏吉緑ヶ丘１－
１

田川市大字夏吉（別紙図面
70に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面70に記載
する表のとおり

夏吉緑ヶ丘１－
２

田川市大字夏吉（別紙図面
71に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面71に記載
する表のとおり

夏吉２ 田川市大字夏吉（別紙図面
72に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面72に記載
する表のとおり
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天神１ 田川市大字糒（別紙図面73
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面73に記載
する表のとおり

天神３ 田川市大字糒（別紙図面74
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面74に記載
する表のとおり

宮の下２
田川市大字糒及び大字夏吉
（別紙図面75に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面75に記載
する表のとおり

宮の下１ 田川市大字糒（別紙図面76
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面76に記載
する表のとおり

宮の下３ 田川市大字糒（別紙図面77
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面77に記載
する表のとおり

棚木１ 田川市大字糒（別紙図面78
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面78に記載
する表のとおり

青葉町１ 田川市大字糒（別紙図面79
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面79に記載
する表のとおり

糒－１ 田川市大字糒（別紙図面80
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面80に記載
する表のとおり

日吉町１
田川市大字糒及び田川郡糸
田町宮床（別紙図面81に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面81に記載
する表のとおり

日吉町２－２ 田川市大字糒（別紙図面82
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面82に記載
する表のとおり

日吉町２－１ 田川市大字糒（別紙図面83
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面83に記載
する表のとおり

日吉 田川市大字糒（別紙図面84
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面84に記載
する表のとおり

和田１－１ 田川市大字糒（別紙図面85
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面85に記載
する表のとおり

和田１－２ 田川市大字糒（別紙図面86
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面86に記載
する表のとおり

和田２ 田川市大字糒（別紙図面87
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面87に記載
する表のとおり

宮床－２ 田川市大字糒（別紙図面88
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面88に記載
する表のとおり

下伊田
田川市大字伊田及び新町
（別紙図面89に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面89に記載
する表のとおり

鉄砲町２－１ 田川市大字伊田（別紙図面
90に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面90に記載
する表のとおり

鉄砲町２－２ 田川市大字伊田（別紙図面
91に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面91に記載
する表のとおり

鉄砲町２－３ 田川市大字伊田（別紙図面
92に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面92に記載
する表のとおり

鉄砲町３－２ 田川市大字伊田（別紙図面
94に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面94に記載
する表のとおり

鉄砲町⑵－１ 田川市大字伊田（別紙図面
95に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面95に記載
する表のとおり

鉄砲町－１ 田川市大字伊田（別紙図面
98に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面98に記載
する表のとおり

上伊田東 田川市大字伊田（別紙図面
100に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面100に記
載する表のとおり

轟尾４－２ 田川市大字伊田（別紙図面
101に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面101に記
載する表のとおり

轟尾４－１ 田川市大字伊田（別紙図面
102に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面102に記
載する表のとおり

轟尾５ 田川市大字伊田（別紙図面
103に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面103に記
載する表のとおり

轟尾３ 田川市大字伊田（別紙図面
104に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面104に記
載する表のとおり

轟尾⑵ 田川市大字伊田（別紙図面
105に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面105に記
載する表のとおり

轟尾 田川市大字伊田（別紙図面
106に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面106に記
載する表のとおり

南白鳥町２－２ 田川市大字伊田（別紙図面
107に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面107に記
載する表のとおり

南白鳥町２－１ 田川市大字伊田（別紙図面
108に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面108に記
載する表のとおり

南白鳥町１－１ 田川市大字伊田（別紙図面
109に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面109に記
載する表のとおり

南白鳥町１－２ 田川市大字伊田（別紙図面
110に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面110に記
載する表のとおり

三井鎮西８ 田川市大字伊田（別紙図面
111に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面111に記
載する表のとおり

三井鎮西７ 田川市大字伊田（別紙図面
112に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面112に記
載する表のとおり
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三井鎮西９ 田川市大字伊田（別紙図面
113に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面113に記
載する表のとおり

三井鎮西６ 田川市大字伊田（別紙図面
114に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面114に記
載する表のとおり

三井鎮西５ 田川市大字伊田（別紙図面
115に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面115に記
載する表のとおり

三井鎮西４ 田川市大字伊田（別紙図面
116に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面116に記
載する表のとおり

栄町⑴－２ 田川市大字伊田（別紙図面
118に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面118に記
載する表のとおり

三井鎮西２
田川市大字伊田及び栄町
（別紙図面119に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面119に記
載する表のとおり

三井鎮西３
田川市大字伊田及び白鳥町
（別紙図面120に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面120に記
載する表のとおり

三井鎮西１ 田川市白鳥町（別紙図面
121に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面121に記
載する表のとおり

南白鳥町３ 田川市白鳥町（別紙図面
122に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面122に記
載する表のとおり

県道下１ 田川市新町（別紙図面123
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面123に記
載する表のとおり

新町⑴ 田川市新町（別紙図面124
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面124に記
載する表のとおり

新町⑵－１ 田川市新町（別紙図面125
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面125に記
載する表のとおり

新町⑵－２ 田川市新町（別紙図面126
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面126に記
載する表のとおり

中央町１ 田川市中央町（別紙図面
127に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面127に記
載する表のとおり

千代町１
田川市千代町及び大字奈良
（別紙図面128に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面128に記
載する表のとおり

栄町⑷ 田川市栄町（別紙図面129
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面129に記
載する表のとおり

栄町⑵
田川市栄町及び大字伊田
（別紙図面130に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面130に記
載する表のとおり

三井伊田１ 田川市栄町（別紙図面131
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面131に記

載する表のとおり

栄町⑶－２ 田川市栄町（別紙図面132
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面132に記

載する表のとおり

栄町⑶－１ 田川市栄町（別紙図面133
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面133に記

載する表のとおり

栄町⑴－３
田川市栄町及び大字伊田
（別紙図面134に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面134に記
載する表のとおり

栄町⑴－４ 田川市栄町（別紙図面135
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面135に記
載する表のとおり

平松町１
田川市平松町及び千代町
（別紙図面136に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面136に記
載する表のとおり

平松⑴－１ 田川市平松町（別紙図面
137に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面137に記
載する表のとおり

平松⑴－２ 田川市平松町（別紙図面
138に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面138に記
載する表のとおり

平松町３ 田川市平松町（別紙図面
139に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面139に記
載する表のとおり

平松⑴－３ 田川市平松町（別紙図面
140に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面140に記
載する表のとおり

平松町２ 田川市平松町（別紙図面
141に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面141に記
載する表のとおり

月見ヶ丘１ 田川市平松町（別紙図面
142に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面142に記
載する表のとおり

平松⑵－１
田川市平松町及び大字奈良
（別紙図面143に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面143に記
載する表のとおり

上伊田東⑵ 田川市大字伊田（別紙図面
145に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面145に記
載する表のとおり

平原10－３ 田川市大字伊田（別紙図面
146に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面146に記
載する表のとおり

平原10－２ 田川市大字伊田（別紙図面
147に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面147に記
載する表のとおり

平原10－１ 田川市大字伊田（別紙図面
148に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面148に記
載する表のとおり

平原⑴ 田川市大字伊田（別紙図面
149に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面149に記
載する表のとおり
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田中１－３ 田川市大字伊田（別紙図面
150に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面150に記
載する表のとおり

田中１－２ 田川市大字伊田（別紙図面
151に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面151に記
載する表のとおり

田中１－１ 田川市大字伊田（別紙図面
152に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面152に記
載する表のとおり

道平⑴ 田川市大字伊田（別紙図面
153に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面153に記
載する表のとおり

道手３ 田川市大字伊田（別紙図面
154に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面154に記
載する表のとおり

道手１ 田川市大字伊田（別紙図面
155に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面155に記
載する表のとおり

道平⑵ 田川市大字伊田（別紙図面
156に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面156に記
載する表のとおり

赤子１－３ 田川市大字伊田（別紙図面
157に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面157に記
載する表のとおり

赤子１－２ 田川市大字伊田（別紙図面
158に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面158に記
載する表のとおり

赤子１－１ 田川市大字伊田（別紙図面
159に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面159に記
載する表のとおり

平原⑶ 田川市大字伊田（別紙図面
160に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面160に記
載する表のとおり

平原⑵ 田川市大字伊田（別紙図面
161に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面161に記
載する表のとおり

平原１－１ 田川市大字伊田（別紙図面
162に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面162に記
載する表のとおり

平原１－２ 田川市大字伊田（別紙図面
163に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面163に記
載する表のとおり

平原１－３ 田川市大字伊田（別紙図面
164に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面164に記
載する表のとおり

平原７ 田川市大字伊田（別紙図面
165に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面165に記
載する表のとおり

中屋敷８ 田川市大字伊田（別紙図面
166に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面166に記
載する表のとおり

中屋敷７ 田川市大字伊田（別紙図面
167に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面167に記
載する表のとおり

中屋敷６ 田川市大字伊田（別紙図面
168に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面168に記
載する表のとおり

中屋敷５ 田川市大字伊田（別紙図面
169に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面169に記
載する表のとおり

中屋敷９ 田川市大字伊田（別紙図面
170に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面170に記
載する表のとおり

平原８ 田川市大字伊田（別紙図面
171に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面171に記
載する表のとおり

平原９ 田川市大字伊田（別紙図面
172に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面172に記
載する表のとおり

平原５ 田川市大字伊田（別紙図面
173に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面173に記
載する表のとおり

平原６ 田川市大字伊田（別紙図面
174に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面174に記
載する表のとおり

奈良－２ 田川市大字奈良（別紙図面
175に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面175に記
載する表のとおり

出石２ 田川市大字奈良（別紙図面
176に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面176に記
載する表のとおり

出石１ 田川市大字奈良（別紙図面
177に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面177に記
載する表のとおり

奈良－１ 田川市大字奈良（別紙図面
178に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面178に記
載する表のとおり

奈良－５ 田川市大字奈良（別紙図面
179に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面179に記
載する表のとおり

奈良－６－１ 田川市大字奈良（別紙図面
180に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面180に記
載する表のとおり

奈良－６－２ 田川市大字奈良（別紙図面
181に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面181に記
載する表のとおり

新大浦町１ 田川市大字奈良（別紙図面
182に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面182に記
載する表のとおり

新大浦町２ 田川市大字奈良（別紙図面
183に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面183に記
載する表のとおり

新大浦町６ 田川市大字奈良（別紙図面
184に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面184に記
載する表のとおり

新大浦町３ 田川市大字奈良（別紙図面
187に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面187に記
載する表のとおり

奈良－４
田川市大字奈良及び丸山町
（別紙図面188に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面188に記
載する表のとおり
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奈良－３
田川市大字奈良及び丸山町
（別紙図面189に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面189に記
載する表のとおり

糒－２
田川市大字川宮及び田川郡
糸田町宮床（別紙図面190
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面190に記
載する表のとおり

糒－３
田川市大字川宮及び田川郡
糸田町宮床（別紙図面191
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面191に記
載する表のとおり

新生町１ 田川市大字川宮（別紙図面
192に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面192に記
載する表のとおり

大藪１ 田川市大字川宮（別紙図面
193に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面193に記
載する表のとおり

大藪２ 田川市大字川宮（別紙図面
194に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面194に記
載する表のとおり

川宮－１ 田川市大字川宮（別紙図面
195に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面195に記
載する表のとおり

大藪６－１ 田川市大字川宮（別紙図面
196に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面196に記
載する表のとおり

大藪６－２
田川市大字川宮及び大字伊
田（別紙図面197に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面197に記
載する表のとおり

高住 田川市大字川宮（別紙図面
199に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面199に記
載する表のとおり

高住町１ 田川市大字川宮（別紙図面
200に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面200に記
載する表のとおり

上大藪 田川市大字川宮（別紙図面
201に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面201に記
載する表のとおり

大藪４ 田川市大字川宮（別紙図面
202に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面202に記
載する表のとおり

川宮 田川市大字川宮（別紙図面
203に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面203に記
載する表のとおり

大藪３ 田川市大字川宮（別紙図面
204に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面204に記
載する表のとおり

川宮２ 田川市大字川宮（別紙図面
205に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面205に記
載する表のとおり

川宮１ 田川市大字川宮（別紙図面
206に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面206に記
載する表のとおり

下弓削田１
田川市大字弓削田（別紙
図面207に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面207に記
載する表のとおり

位登－３ 田川市大字位登（別紙図面
209に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面209に記

載する表のとおり

位登－１ 田川市大字位登（別紙図面
210に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面210に記

載する表のとおり

下小路１ 田川市大字位登（別紙図面
211に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面211に記

載する表のとおり

清美町１－１ 田川市大字位登（別紙図面
212に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面212に記

載する表のとおり

清美町１－２ 田川市大字位登（別紙図面
213に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面213に記

載する表のとおり

位登－２ 田川市大字位登（別紙図面
214に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面214に記

載する表のとおり

金国１－１ 田川市大字猪国（別紙図面
215に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面215に記

載する表のとおり

金国１－２ 田川市大字猪国（別紙図面
216に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面216に記

載する表のとおり

猪国－１ 田川市大字猪国（別紙図面
217に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面217に記

載する表のとおり

小園２ 田川市大字猪国（別紙図面
218に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面218に記

載する表のとおり

小園１ 田川市大字猪国（別紙図面
219に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面219に記

載する表のとおり

小園４ 田川市大字猪国（別紙図面
220に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面220に記

載する表のとおり

猪膝１ 田川市大字猪国（別紙図面
221に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面221に記

載する表のとおり

猪国－２ 田川市大字猪国（別紙図面
222に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面222に記

載する表のとおり

猪位金－４ 田川市大字猪国（別紙図面
223に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面223に記

載する表のとおり

猪位金－５ 田川市大字猪国（別紙図面
224に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面224に記

載する表のとおり

猪位金－３ 田川市大字猪国（別紙図面
225に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面225に記

載する表のとおり

猪位金－２ 田川市大字猪国（別紙図面
226に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面226に記

載する表のとおり
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福岡県知事　　小　川　　洋　　

　備考　別紙図面は省略し、その図面を田川市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第159号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第６条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

猪位金－１ 田川市大字猪国（別紙図面
227に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面227に記
載する表のとおり

猪国－３ 田川市大字猪国（別紙図面
228に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面228に記
載する表のとおり

道原１ 田川市大字猪国（別紙図面
229に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面229に記
載する表のとおり

鬼丸１－２ 田川市大字猪国（別紙図面
230に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面230に記
載する表のとおり

鬼丸１－１ 田川市大字猪国（別紙図面
231に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面231に記
載する表のとおり

猪国－４ 田川市大字猪国（別紙図面
232に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面232に記
載する表のとおり

奥１－１ 田川市大字猪国（別紙図面
233に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面233に記
載する表のとおり

奥１－２ 田川市大字猪国（別紙図面
234に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面234に記
載する表のとおり

田尻１－１ 田川市大字猪国（別紙図面
235に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面235に記
載する表のとおり

田尻２ 田川市大字猪国（別紙図面
236に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面236に記
載する表のとおり

田尻１－４ 田川市大字猪国（別紙図面
237に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面237に記
載する表のとおり

田尻１－３ 田川市大字猪国（別紙図面
238に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面238に記
載する表のとおり

田尻１－２ 田川市大字猪国（別紙図面
239に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面239に記
載する表のとおり

坂谷２ 田川市大字猪国（別紙図面
240に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面240に記
載する表のとおり

坂谷１ 田川市大字猪国（別紙図面
241に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面241に記
載する表のとおり

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

鼠ヶ池川 田川郡糸田町鼡ケ池（別紙図面１に示す区域の
とおり） 土石流

日吉町１ 田川郡糸田町大熊（別紙図面２に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑵－２ 田川郡糸田町大熊（別紙図面３に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑵－１ 田川郡糸田町大熊（別紙図面４に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑴－１ 田川郡糸田町大熊（別紙図面５に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑴－２ 田川郡糸田町大熊（別紙図面６に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑴－３ 田川郡糸田町大熊（別紙図面７に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑴－８ 田川郡糸田町大熊（別紙図面８に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑴－７ 田川郡糸田町大熊（別紙図面９に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑸ 田川郡糸田町大熊（別紙図面10に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑹ 田川郡糸田町大熊（別紙図面11に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑺ 田川郡糸田町大熊（別紙図面12に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑶ 田川郡糸田町大熊及び桃山（別紙図面13に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑷ 田川郡糸田町大熊（別紙図面14に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑴－６ 田川郡糸田町大熊（別紙図面15に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑴－５ 田川郡糸田町大熊（別紙図面16に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

大熊⑴－４ 田川郡糸田町大熊（別紙図面17に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を糸田町役場に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第160号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第８条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

打越１ 田川郡糸田町宮床及び自由ヶ丘（別紙図面18に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

宮床⑵－１ 田川郡糸田町宮床及び田川市大字糒（別紙図面
19に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

宮床⑶ 田川郡糸田町宮床及び自由ヶ丘（別紙図面20に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

宮床－１ 田川郡糸田町宮床及び自由ヶ丘（別紙図面21に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

宮床－２ 田川郡糸田町宮床、自由ヶ丘及び貴船（別紙図
面22に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

宮川１ 田川郡糸田町原及び宮川一（別紙図面23に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

原１ 田川郡糸田町原（別紙図面24に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

中糸田１ 田川郡糸田町上糸田（別紙図面25に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

上糸田２ 田川郡糸田町上糸田（別紙図面26に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

上糸田１ 田川郡糸田町上糸田（別紙図面27に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

出ヶ浦１ 田川郡糸田町南糸田（別紙図面28に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

西部２ 田川郡糸田町西部（別紙図面29に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

西部３ 田川郡糸田町西部（別紙図面30に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

西部１ 田川郡糸田町西部（別紙図面31に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

鼠ヶ池川
田川郡糸田町鼡ケ池（別紙
図面１に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面１に記載
する表のとおり

日吉町１ 田川郡糸田町大熊（別紙図
面２に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面２に記載
する表のとおり

大熊⑵－２ 田川郡糸田町大熊（別紙図
面３に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面３に記載
する表のとおり

大熊⑵－１ 田川郡糸田町大熊（別紙図
面４に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面４に記載
する表のとおり

大熊⑴－１ 田川郡糸田町大熊（別紙図
面５に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面５に記載
する表のとおり

大熊⑴－３ 田川郡糸田町大熊（別紙図
面７に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面７に記載
する表のとおり

大熊⑴－８ 田川郡糸田町大熊（別紙図
面８に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面８に記載
する表のとおり

大熊⑸ 田川郡糸田町大熊（別紙図
面10に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面10に記載
する表のとおり

大熊⑹ 田川郡糸田町大熊（別紙図
面11に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面11に記載
する表のとおり

大熊⑺ 田川郡糸田町大熊（別紙図
面12に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面12に記載
する表のとおり

大熊⑶
田川郡糸田町大熊及び桃山
（別紙図面13に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面13に記載
する表のとおり

大熊⑷ 田川郡糸田町大熊（別紙図
面14に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面14に記載
する表のとおり

大熊⑴－５ 田川郡糸田町大熊（別紙図
面16に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面16に記載
する表のとおり

大熊⑴－４ 田川郡糸田町大熊（別紙図
面17に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面17に記載
する表のとおり

打越１
田川郡糸田町宮床及び自
由ヶ丘（別紙図面18に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面18に記載
する表のとおり
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１　区域の名称　　　本木⒜

２　区域の所在地　　福津市本木字万歳丸

３　土地の表示

　　次に掲げる地番の土地に存する標柱番号１号から12号までを順次結んだ線及び標柱

番号１号と12号とを結んだ線に囲まれた区域

　福岡県告示第162号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　備考　別紙図面は省略し、その図面を糸田町役場に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第161号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項

の規定に基づき、次の土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定するので、同条第

３項の規定により公示する。

　　平成26年２月28日

宮床⑵－１
田川郡糸田町宮床及び田川
市大字糒（別紙図面19に示
す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面19に記載
する表のとおり

宮床－１
田川郡糸田町宮床及び自
由ヶ丘（別紙図面21に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面21に記載
する表のとおり

宮床－２
田川郡糸田町宮床、自由ヶ
丘及び貴船（別紙図面22に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面22に記載
する表のとおり

宮川１
田川郡糸田町原及び宮川一
（別紙図面23に示す区域の
とおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面23に記載
する表のとおり

原１ 田川郡糸田町原（別紙図面
24に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面24に記載
する表のとおり

中糸田１
田川郡糸田町上糸田（別紙
図面25に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面25に記載
する表のとおり

上糸田２
田川郡糸田町上糸田（別紙
図面26に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面26に記載
する表のとおり

上糸田１
田川郡糸田町上糸田（別紙
図面27に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面27に記載
する表のとおり

出ヶ浦１
田川郡糸田町南糸田（別紙
図面28に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面28に記載
する表のとおり

西部２ 田川郡糸田町西部（別紙図
面29に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面29に記載
する表のとおり

西部３ 田川郡糸田町西部（別紙図
面30に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面30に記載
する表のとおり

所　在　地 地　　番 標柱番号

福津市本木字万歳丸 1030番 １号

〃 1033番 ２号

〃 1035番 ３号

〃 1037番 ４号及び５号

〃 1038番 ６号及び７号

〃 1041番 ８号

〃 1042番 ９号

〃 1045番 10号

〃 1029番 11号

〃 1047番 12号

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）
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福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　事業施行期間

　　平成20年６月30日から平成31年３月31日まで

３　事業地

　⑴　収用の部分

　　　変更なし

　⑵　使用の部分

　　　変更なし

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　宗像市久原1242番６及び字二町分721番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市福間南一丁目23番31号－104

　　詫摩　大樹　詫摩　知美

　公告

　次のとおり福岡県広報誌「グラフふくおか」の製作業務の委託に係る提案を募集しま

す。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　提案の内容

　　福岡県広報誌「グラフふくおか」の製作業務の委託に係る提案（詳細は、提案説明

書によるほか、説明会を開催する。）

　福岡県告示第163号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第164号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、平成20年６月福

岡県告示第1064号福岡都市計画道路事業３・２・10号国道３号線及び福岡都市計画道路

事業３・４・48号清水上牟田線の事業計画〔福岡市施行〕の変更を認可したので、同条

第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のように告示する。

　　平成26年２月28日

直　　方 県道
飯　塚
福　間  線

前

宮若市沼口667番５先か
ら
宮若市沼口657番１先ま
で

7.1
～

10.0
68.0

後

宮若市沼口667番５先か
ら
宮若市沼口657番１先ま
で

10.0
～

10.0
68.0

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）

久留米 県道
武　島
白　口  線

前

久留米市安武町安武本
1104番先から
久留米市安武町安武本
1518番１先まで

5.7
～
7.0

185.0

後

久留米市安武町安武本
1104番先から
久留米市安武町安武本
1518番１先まで

5.7
～

12.8
185.0

公　　　告



第
３

５
７

５
号

福
岡

県
公

報
平

成
26

年
２

月
28

日
　

金
曜

日
44 　　　　⑴の部局とする。

　　ウ　方法

　　　　無料で直接交付する。

　⑶　提案参加申込み

　　ア　申込書

　　　　提案説明書に添付されている様式を用いること。

　　イ　提出期限

　　　　平成26年３月10日（月）午後５時00分

　　ウ　提出場所

　　　　⑴の部局とする。

　　エ　提出方法

　　　　必ず持参すること（ただし、県の休日には受領しない。）。

　⑷　説明会の開催

　　ア　日時

　　　　平成26年３月11日（火）午前10時00分から

　　イ　場所

　　　　福岡県庁　行政16号会議室（地下１階）

　　　　福岡市博多区東公園７番７号

　⑸　提案書等の提出

　　ア　期限

　　　　平成26年３月24日（月）午後５時00分

　　イ　場所

　　　　⑴の部局とする。

　　ウ　方法

　　　　必ず持参すること（ただし、県の休日には受領しない。）。

　　エ　提案書等の審査

　　　　提案書等の内容についてヒアリングを実施し､「平成26年度福岡県広報誌『グ

ラフふくおか』製作業務委託先選定委員会」で審査する。

２　参加条件

　　提案競争に参加できる者は、以下に掲げる条件を全て満たしている者とする。

　⑴　「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約

の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成25年１月福岡県

告示第117号）」を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）のうち

、業種区分が03－02（活版印刷）又は13－06（広告宣伝）で、「ＡＡ」又は「Ａ」

の等級に格付されているものであること。

　⑵　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者

であること。

　⑶　福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止）期間中でない者であること。

　⑷　質の高い誌面が作成できること。

　⑸　年間を通して確実な履行が見込めること。

　⑹　県内の地域事情に精通していること。

　⑺　常に連絡が取れ、必要な都度面談できるスタッフを配置できること。

　⑻　提案書を作成したスタッフが本製作業務に当たることができること。

　⑼　過去５年間にカラーページを含む、月刊誌、隔月誌又は季刊誌を、１年以上継続

して発行したことがあること。

３　手続等 

　⑴　事務を担当する部局の場所及び名称

　　　福岡市博多区東公園７番７号

　　　福岡県総務部県民情報広報課広報係

　　　電話番号　092－643－3102

　⑵　提案説明書の交付

　　ア　期間

　　　　平成26年２月28日（金）から平成26年３月10日（月）までの県の休日を除く毎

日、午前９時00分から午後５時00分まで

　　イ　場所
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　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成26年２月３日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人ちくしっ子ネットワーク

　⑵　代表者の氏名

　　　横田　健一

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福岡県筑紫野市永岡1025番地５

　⑷　定款に記載された目的

　　　この法人は、放課後および休校日における保育を必要とする児童に対して、健全

な生活・遊技の場を提供するとともに、保育内容の充実および発展を目的とする事

業を行い、また、学童保育の施設・設備の整備と保育内容の向上を行政に働きかけ

ることにより、子ども達の健全な育成を図るとともに、保護者の子育てを支援し、

健全な地域社会の形成に寄与することを目的とする。

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成26年２月13日

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成26年２月７日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　（変更前）

　　　特定非営利活動法人家庭保育園わんぱくハウス

　　（変更後）

　　　特定非営利活動法人わんぱくハウス

　⑵　代表者の氏名

　　　和田　武志

　⑶　主たる事務所の所在地

　　（変更前）

　　　福岡県北九州市八幡西区星ヶ丘１丁目20番13号

　　（変更後）

　　　福岡県直方市大字頓野3836－３サンビーム１階106号

　⑷　定款に記載された目的

　　　この法人は、子ども及びその保護者に対して、保育や子育て支援に関する事業を

行い、子育てに悩んでいる方や、事情があって子どもを預かってくれるところがな

く困っている方などに、安心して子どもを預けることができるサービスを提供する

とともに、併せてサッカー教室を開催することで、子どもの心身の健全な発達と共

生共助の地域社会づくりに貢献することを目的とする。

　公告
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　公告

　肥料取締法（昭和25年法律第127号）第14条の規定に基づき、次の肥料の登録は失効

したので、同法第16条第１項の規定により告示する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人ひまわり　

　⑵　代表者の氏名 

　　　庄島　隆博

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福岡県大川市大字津12番地１ひまわりビル

　⑷　定款に記載された目的

　　　この法人は、地域社会で暮らす高齢者・障がい者等の生活の自立を支える活動の

実施及び介護施設の運営に関する事業を行い、不特定多数の人々の利益の増進に寄

与することを目的とする。

　公告

　肥料取締法（昭和25年法律第127号）第７条第１項の規定に基づき、次のように肥料

を登録したので、同法第16条第１項の規定により告示する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定に基づき、次のように肥料

の登録の有効期間を更新したので、同法第16条第１項の規定により告示する。

　　平成26年２月28日

登録番号 肥料の
種類

肥料の
名称

保証成分量
（％）

その他の
規格 有効期限 生産業者の氏名又は名

称及び住所

第 2260 号
混 合 有
機 質 肥
料

神 協 混
合 有 機
質 肥 料
Ａ Ｇ Ｂ
２号

窒素全量
1.5

りん酸全量
7.0

加里全量
4.0

含 有 を 許
さ れ る 有
害 成 分 の
最 大 量 及
び 制 限 事
項 は 公 定
規 格 の と
おり

平成28年
11月14日

神協産業株式会社
山口県熊毛郡田布施町
大字波野962番地の１

登録番号 肥料の
種類

肥料の
名称

保証成分量
（％）

その他の
規格 有効期限 生産業者の氏名又は名

称及び住所

第 2049 号

米 ぬ か
油 か す
及 び そ
の粉末

脱 脂 米
糠

窒素全量
2.0

りん酸全量
5.0

加里全量
2.0

公 定 規 格
のとおり

平成31年
12月７日

福岡製油株式会社
福岡県福岡市中央区那
の津５丁目９番10号

第 2202 号 肉 か す
粉末

肉 か す
粉 末 １
号

窒素全量
8.0

公 定 規 格
のとおり

平成31年
11月27日

株式会社上嶋商店
福岡県八女市立花町山
崎2623番地１

第 2241 号
混 合 有
機 質 肥
料

混 合 有
機 質 肥
料１号

窒 素 全 量 及
び り ん 酸 全
量の合計量

9.0
窒素全量

8.0
りん酸全量

1.0

含 有 を 許
さ れ る 有
害 成 分 の
最 大 量 及
び 制 限 事
項 は 公 定
規 格 の と
おり

平成29年
１月６日

清和肥料工業株式会社
大阪府大阪市中央区備
後町４丁目３番４号

第 2242 号 配 合 肥
料

配 合 3 5
号

窒素全量
3.0

りん酸全量
15.0

う ち 、 く 溶
性りん酸

12.0

公 定 規 格
のとおり

平成29年
１月10日

株 式 会 社 サ ン ア ン ド
ホープ
福岡県北九州市門司区
大字猿喰1157番地の２

登録番号 肥料の種類 肥料の名称 保証成分量
（％）

その他の
規格

生産業者の氏名又は名称
及び住所
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　⑵　所在地　福岡県田川市大字位登1767－１

３　大規模小売店舗の名称

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成26年２月12日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ザ・ビッグ十三部店

　⑵　所在地　福岡県久留米市野中町字沼尻389番１ほか

３　大規模小売店舗の名称

４　大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

５　大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の名称

　公告

　肥料取締法（昭和25年法律第127号）第13条第１項の規定に基づき、次のように肥料

の登録事項を変更したので、同法第16条第２項の規定により告示する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成26年２月５日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　スーパーセンタートライアル田川後藤寺店

第 1779 号 混合有機質
肥料

6.0混合有機
質肥料

窒素全量
6.0

りん酸全量
6.0

公 定 規 格
のとおり

協同フィッシュミール工
業株式会社
東京都千代田区内神田１
丁目３番１号

登録番号 肥料の
種類 肥料の名称 生産業者の氏名又

は名称及び住所
変更のあった事項

新 旧

第 2139 号 魚 か す
粉末 さかなっ粉

一般財団法人福岡
市水産加工公社
福岡県福岡市東区
東浜２丁目63番２

名称の変更

一般財団法人福
岡市水産加工公
社

財団法人福岡市
水産加工公社

変更前 変更後

スーパーセンタートライアル田川西店 スーパーセンタートライアル田川後藤寺店

変更前 変更後

（仮称）マックスバリュ十三部店 ザ・ビッグ十三部店

変更前 変更後

三菱地所株式会社
代表取締役　木村　惠司

三菱地所株式会社
代表取締役　杉山　博孝
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４　処分の原因となった事実

　　寿建設工業株式会社は、平成24年９月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書

に虚偽（完成工事高の水増し）の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審

査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加資格申請を行った。

　　このことは、建設業法第28条第１項第２号に該当すると認められる。

　公告

　建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第３項の規定に基づき、建設業の営業の一

部を停止したので、同法第29条の５第１項の規定により公告する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　処分をした年月日

　　平成26年２月19日

２　処分を受けた者の商号等

３　処分の内容　

　　建設業法第28条第３項の規定に基づく営業の一部の停止

　⑴　停止を命じる営業の範囲

　　　建設業に係る営業のうち、次のア又はイに該当する建設工事に係る営業

　　ア　国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第１に掲げる公共法

人（地方公共団体を除く。）又は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）

第18条に規定する法人が発注するもの

　　イ　建設費について、国又は地方公共団体の補助金等（補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第２条第１項に規定する補助金

等及び同条第４項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金

　公告

　建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第３項の規定に基づき、建設業の営業の一

部を停止したので、同法第29条の５第１項の規定により公告する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　処分をした年月日

　　平成26年２月19日

２　処分を受けた者の商号等

３　処分の内容　

　　建設業法第28条第３項の規定に基づく営業の一部の停止

　⑴　停止を命じる営業の範囲

　　　建設業に係る営業のうち、次のア又はイに該当する建設工事に係る営業

　　ア　国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第１に掲げる公共法

人（地方公共団体を除く。）又は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）

第18条に規定する法人が発注するもの

　　イ　建設費について、国又は地方公共団体の補助金等（補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第２条第１項に規定する補助金

等及び同条第４項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金

でこれに類するものをいう。）の交付を受けているもの（アに該当するものを除

く。）

　⑵　停止期間

変更前 変更後

マックスバリュ九州株式会社
代表取締役　築城　政雄

マックスバリュ九州株式会社
代表取締役　柴田　英二

商　号 主たる営業所の
所　　在　　地 代表者の氏名 許可番号

寿建設工業株
式会社

福岡県北九州市小倉南区
横代北町４－ 10 － 13 立岩　誠

平成 24 年 12 月３日
福岡県知事許可（般・特－ 24）
第 63089 号

商　号 主たる営業所の
所　　在　　地 代表者の氏名 許可番号

日栄建設株式
会社

福岡県北九州市門司区高
砂町３－７ 湯畑　秀樹

平成 22 年７月９日
福岡県知事許可（般－ 22）
第 22621 号
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　　稲永　勝己

　公告

　総合特別区域法（平成23年法律第81号）第26条第１項の規定に基づき、指定法人の指

定をしたので、総合特別区域法施行規則（平成23年内閣府令第39号）第17条第10項の規

定により次のように公示する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

福岡県公安委員会告示第53号

　銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第５条の５第１項の規定に基づく猟

銃の操作及び射撃の技能に関する講習（技能講習）を次のとおり開催するので告示する

。

　　平成26年２月28日

福岡県公安委員会　　

１　散弾銃技能講習

　※　気象状況等により講習時間を変更する場合は、福岡県立総合射撃場が、事前に

でこれに類するものをいう。）の交付を受けているもの（アに該当するものを除

く。）

　⑵　停止期間

　　　平成26年３月５日から平成26年３月11日までの７日間

４　処分の原因となった事実

　　日栄建設株式会社は、特定建設業の許可を受けずに、建設業法第３条第１項第２号

の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。

　　このことは、同法第28条第１項第２号に該当すると認められる。

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡志免町南里二丁目329番１、329番９及び329番10

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糟屋郡志免町南里一丁目４番16号

　　稲永　勝己

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成26年２月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡志免町南里二丁目328番１から328番４まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　糟屋郡志免町南里一丁目４番16号

公安委員会

法人の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日 指定の有効期間

ダイハツ工業株式
会社

大阪府池田市ダイハツ
町１番１号 平成 26 年２月 24 日 平成 28 年３月 31 日

まで

日　　　　時 場　　　　所 射撃方法 受講可能人員

平成 26 年４月３日（木）
9：00 ～ 17：00（原則）

福岡県筑紫野市大字
柚須原 223 番地 25
福岡県立総合射撃場

トラップ射撃 各日 18 名平成 26 年４月 10 日（木）
9：00 ～ 17：00（原則）

平成 26 年４月 17 日（木）
9：00 ～ 17：00（原則）
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　福岡県警察の組織に関する規則（平成６年福岡県公安委員会規則第24号）の一部を次

のように改正する。

　第36条中「駐車対策課」を「交通捜査課」に改める。

　第38条第１号中「（駐車対策課の所掌に属するものを除く。）」を削り、同条中第６

号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を

加える。

　⑷　自動車の保管場所（交通指導課の所掌に属するものを除く。）に関すること。

　第39条第１号中「（駐車関係法令違反の取締りに係るものを除く。）」を削り、同条

中第４号を削り、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を

加える。

　⑵　交通関係法令違反事件（交通捜査課の所掌に属するものを除く。）の指導に関す

ること。

　第39条第６号中「自動車の」を「車両の」に改め、「及び放置車両に係るもの」を削

り、同号を同条第７号とし、同条第５号の次に次の１号を加える。

　⑹　放置違反金に関する事務に関すること。

　第39条に次の１号を加える。

　⑻　暴走族対策に関すること。

　第40条を次のように改める。

　（交通捜査課）

第40条　交通捜査課の分掌事務は、次のとおりとする。

　⑴　交通事故事件の捜査及び処理に関すること。

　⑵　交通特殊事件の捜査に関すること。

　　　附　則

　この規則は、平成26年４月１日から施行する。

福岡県公安委員会規則第２号

　福岡県警察職員の配置定員に関する規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布

する。

受講希望者に連絡する。

２　ライフル銃技能講習・ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃技能講習

　※　気象状況等により講習時間を変更する場合は、福岡県立総合射撃場が、事前に

受講希望者に連絡する。

３　注意事項

　⑴　受講希望者は、技能講習受講申込書２通に所定の事項を記入し、写真（申込み前

６ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦４センチメートル、横

3.5センチメートルのもの）３枚を添えて、住所地を管轄する警察署に申し込むこ

と。

　⑵　上記申込みは、受講日の１ヶ月前までに申し込むこと。

　⑶　受講申込者は、申込みの際に手数料12,300円（福岡県領収証紙）を納付すること

。

　⑷　講習の当日は、所持許可証、技能講習通知書、技能講習に用いる銃砲及び当該銃

砲に適合し、かつ、福岡県立総合射撃場で使用可能な実包を必ず持参すること。

　⑸　講習の当日は、耳栓、ベスト、雨具等射撃する際に必要な用具を必ず持参するこ

と。

　⑹　講習時間の都合上、射撃の練習を行う時間がないので、受講者は、事前に射撃の

練習をするように努めること。

　⑺　ライフル銃技能講習と散弾銃技能講習を同一日に受講することはできないので、

各々別の日に受講すること。

　⑻　講習に関する問い合わせは、住所地を管轄する警察署に対して行うこと。

福岡県公安委員会規則第１号

　福岡県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　平成26年２月28日

福岡県公安委員会　　

日　　　　時 場　　　　所 射撃方法 受講可能人員

平成 26 年４月３日（木）
９:00 ～ 17:00（原則）

福岡県筑紫野市大字
柚須原 223 番地 25
福岡県立総合射撃場

大口径ライフル射撃 15 名
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　　別表中「福岡県筑紫野警察署協議会」を「福岡県春日警察署協議会」に、

　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　（交番等の設置に関する規則の一部改正）

第３条　交番等の設置に関する規則（平成15年福岡県公安委員会規則第８号）の一部を

次のように改正する。

　　別表第１福岡県粕屋警察署の部の次に次のように加える。

　　別表第１福岡県筑紫野警察署の部を次のように改める。

　（福岡県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分等に関する規則の一部改正）

第４条　福岡県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分等に関する規則（平成18年

福岡県公安委員会規則第16号）の一部を次のように改正する。

　　平成26年２月28日

福岡県公安委員会　　

　　　福岡県警察職員の配置定員に関する規則の一部を改正する規則

　福岡県警察職員の配置定員に関する規則（昭和46年福岡県公安委員会規則第８号）の

一部を次のように改正する。

　第２条各号を次のように改める。

　⑴　警察本部

　　　　警察官　　　 3,819人

　　　　一般職員　　　579人

　⑵　警察署

　　　　警察官　　　 7,146人

　　　　一般職員　　　326人

　　　附　則

　この規則は、平成26年４月１日から施行する。

福岡県公安委員会規則第３号

　自動車の運行供用の制限に関する規則等の一部を改正する規則を制定し、ここに公布

する。

　　平成26年２月28日

福岡県公安委員会　　

　　　自動車の運行供用の制限に関する規則等の一部を改正する規則

　（自動車の運行供用の制限に関する規則の一部改正）

第１条　自動車の運行供用の制限に関する規則（平成３年福岡県公安委員会規則第７号

）の一部を次のように改正する。

　　様式第１号の（裏）中「〒812」を「〒812－8576」に、「福岡県警察本部交通部駐

車対策課」を「福岡県警察本部交通部交通指導課」に改める。

　（福岡県警察署協議会に関する規則の一部改正）

第２条　福岡県警察署協議会に関する規則（平成１３年福岡県公安委員会規則第９号）

の一部を次のように改正する。

福岡県西警察署協議会
福岡県西警察署協議会

福岡県筑紫野警察署協議会

福岡県春日警察署 春日原交番 春日市春日原北町３丁目 26 番地

下白水交番 春日市小倉３丁目 228 番地２

春日南交番 春日市惣利６丁目 110 番地

大野交番 大野城市御笠川２丁目 12 番２号

白木原交番 大野城市白木原２丁目４番 22 号

南ケ丘交番 大野城市南ケ丘４丁目１番 20 号

那珂川交番 筑紫郡那珂川町五郎丸１丁目７番地

南畑駐在所 筑紫郡那珂川町大字不入道 277 番地２

福岡県筑紫野警察署 西鉄前交番 筑紫野市二日市中央６丁目２番１号

二日市駅前交番 筑紫野市二日市中央１丁目１番 10 号

針摺交番 筑紫野市針摺西１丁目４番１号

原田交番 筑紫野市原田４丁目 16 番地３

太宰府交番 太宰府市宰府３丁目１番 27 号

水城交番 太宰府市坂本１丁目５番 45 号

御笠駐在所 筑紫野市大字吉木 1765 番地３

山家駐在所 筑紫野市大字山家 4757 番地１

山口駐在所 筑紫野市大字山口 27 番地 13



第
３

５
７

５
号

福
岡

県
公

報
平

成
26

年
２

月
28

日
　

金
曜

日
52 　　様式第１号の（表）中「福岡公委発（駐対）」を「福岡公委発（交指）」に、「福

岡県警察本部交通部駐車対策課」を「福岡県警察本部交通部交通指導課」に改め、同

様式の（裏）中「福岡県警察本部交通部駐車対策課」を「福岡県警察本部交通部交通

指導課」に改める。

　　様式第２号中「福岡県警察本部交通部駐車対策課」を「福岡県警察本部交通部交通

指導課」に改める。

　　様式第３号中「福岡公委指令（駐対）」を「福岡公委指令（交指）」に、「福岡県

警察本部交通部駐車対策課」を「福岡県警察本部交通部交通指導課」に改める。

　　様式第４号の（表）中「福岡公委発（駐対）」を「福岡公委発（交指）」に改める

。

　　様式第６号中「福岡公委発（駐対）」を「福岡公委発（交指）」に、「福岡県警察

本部交通部駐車対策課」を「福岡県警察本部交通部交通指導課」に改める。

　　様式第７号の（表）中「福岡公委発（駐対）」を「福岡公委発（交指）」に改める

。

　　様式第９号中「福岡公委発（駐対）」を「福岡公委発（交指）」に、「福岡県警察

本部交通部駐車対策課」を「福岡県警察本部交通部交通指導課」に改める。

　　様式第21号中「福岡県警察本部交通部駐車対策課」を「福岡県警察本部交通部交通

指導課」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成26年４月１日から施行する。




